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区
） 

 
 

 
 

 
 

 

工 
 

 

藤 
 

 

哲 
 

 

也 
 

 

君 

 
 

 
 

 

二
十
二
番 

（
葛

飾

区
） 

峯 
 

 

岸 
 

 

良 
 

 

至 

君 

 
 

 
 

 

二
十
三
番 

（
江

戸

川

区
） 

福 
 

 

本 
 

 

光 
 

 

浩 

君 

四 

欠
席
議
員
（
一
名
） 

 
 

 
 

 
 

十
二
番 

（
世

田

谷

区
） 

 
 

 
 

 
 

 

下 
 

 

山 
 

 

芳 
 

 

男 
 

 

君 

五 

出

席

説

明

員 

 
 

 

管

理

者 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

武 
 

 

井 
 

 

雅 
 

 

昭 
 

 

君 

 
 

 

副

管

理

者 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

小 

柳 

津 
 

 
 

 
 

 

明 
 

 

君 

 
 

 

競
馬
事
務
局
長
（
事
業
担
当
部
長
兼
務
） 

桑 
 

 

野 

俊 
 

 

郎 

君 

 
 

 

経

営

企

画

担

当

部

長 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

岸 
 

 
 

 
 

 

幸 
 

 

弘 
 

 

君 

 
 

 

総

務

担

当

部

長 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

粕 
 

 

谷 
 

 

招 
 

 

世 
 

 

君 

 
 

 

経

営

企

画

室

長 

岡 
 

 

邑 
 

 
 

 
 

 

誠 
 

 

君 

 
 

 

場

外

経

営

担

当

課

長 

山 
 

 

田 
 

 

健

一

郎 
 

 

君 

 
 

 

広

報

課

長 

渡 
 

 

邊 
 

 

明 
 

 

雄 
 

 

君 

 
 

 

総

務

課

長 

佐 
 

 

藤 
 

 

和 
 

 

也 
 

 

君 

 
 

 

経

理

課

長 

山 
 

 

本 
 

 

英 
 

 

一 
 

 

君 

 
 

 

お

客

様

事

業

課

長 

木 
 

 

村 
 

 

洋 
 

 

之 
 

 

君 

 
 

 

競

走

課

長 
中 

 
 

島 
 

 

浩 
 

 

司 
 

 

君 
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厩
舎
管
理
課
長
（
小
林
牧
場
長
兼
務
） 

笹 
 

 

岡 
 

 

賢 
 

 

治 
 

 

君 

 
 

 
監

査

委

員

事

務

局

長 

古 
 

 

橋 
 

 
 

 
 

 

豊 
 

 

君 

六 

出
席
議
会
事
務
局
職
員 

 
 

 

議

会

事

務

局

長 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

志

賀 
 

 

美

知

代 
 

 

君 

 
 

 

議

事

担

当

課

長 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

小

池 
 

 

浩

三

郎 

君 

 
 

 

書

記 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

大

沼 
 

 

光

輝 
 

 

君 

 
 

 

書

記 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

佐

藤 
 

 

雅

展 
 

 

君 

七 

議
事
日
程 

 
 

 

日

程

第

一 
 

 

会
期
の
決
定
に
つ
い
て 

 
 

 

日

程

第

二 
 

 

議
案
第
十
五
号 

特
別
区
競
馬
組
合
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

日

程

第

三 
 

 

議
案
第
十
六
号 
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

日

程

第

四 
 

 

議
案
第
十
七
号 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

日

程

第

五 
 

 

議
案
第
十
八
号 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

日

程

第

六 
 

 

議
案
第
十
九
号 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
懲
戒
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

日

程

第

七 
 

 

議
案
第
二
十
号 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

日

程

第

八 
 

 

議
案
第
二
十
一
号 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

日

程

第

九 
 

 

議
案
第
二
十
二
号 

特
別
区
競
馬
組
合
非
常
勤
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

日

程

第

十 
 

 

議
案
第
二
十
三
号 

特
別
区
競
馬
組
合
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

日

程

第

十

一 
 

 

議
案
第
二
十
四
号 

令
和
四
年
度
特
別
区
競
馬
組
合
一
般
会
計
補
正
予
算(

第
一
号)

 

 
 

 

追
加
日
程
第
一 

 
 

議
案
第
十
五
号 

特
別
区
競
馬
組
合
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

追
加
日
程
第
二 

 
 

議
案
第
十
六
号 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 
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追
加
日
程
第
三 

 
 

議
案
第
十
七
号 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
追
加
日
程
第
四 

 
 

議
案
第
十
八
号 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
追
加
日
程
第
五 

 
 

議
案
第
十
九
号 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
懲
戒
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

追
加
日
程
第
六 

 
 

議
案
第
二
十
号 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

追
加
日
程
第
七 

 
 

議
案
第
二
十
一
号 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

追
加
日
程
第
八 

 
 

議
案
第
二
十
二
号 

特
別
区
競
馬
組
合
非
常
勤
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

追
加
日
程
第
九 

 
 

議
案
第
二
十
三
号 

特
別
区
競
馬
組
合
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

追
加
日
程
第
十 

 
 

議
案
第
二
十
四
号 

令
和
四
年
度
特
別
区
競
馬
組
合
一
般
会
計
補
正
予
算(

第
一
号)
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―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

開

会
（
午
後
三
時
五
十
四
分
） 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
議
長
（
藤
井
た
か
し
君
） 

た
だ
い
ま
か
ら
、
令
和
四
年
第
四
回
特
別
区
競
馬
組
合
議
会
定
例
会
を
開
会
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

こ
れ
よ
り
、
本
日
の
会
議
を
開
き
ま
す
。 

 
 

 
 

 

は
じ
め
に
、
会
議
録
署
名
議
員
の
指
名
を
行
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

会
議
規
則
第
百
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
七
番
、
名
取
ひ
で
あ
き
議
員
、
八
番
、
志
村
博
司
議
員
を
会
議
録
署
名
議
員
に
指
名
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

次
に
、
諸
般
の
報
告
に
つ
い
て
議
会
事
務
局
長
に
報
告
さ
せ
ま
す
。 

○
議
会
事
務
局
長
（
志
賀
美
知
代
君
） 
ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 

一
、
令
和
四
年
第
四
回
特
別
区
競
馬
組
合
議
会
定
例
会
の
招
集
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

二
、
議
案
の
送
付
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

三
、
議
事
説
明
員
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

以
上
、
三
件
に
つ
き
ま
し
て
は
、
お
手
元
に
文
書
の
写
し
を
配
付
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
内
容
の
朗
読
は
省
略
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

な
お
、
本
日
ご
出
席
い
た
だ
い
て
い
る
議
員
は
二
十
二
名
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

○
議
長
（
藤
井
た
か
し
君
） 

次
に
、
例
月
出
納
検
査
の
結
果
に
つ
い
て
の
報
告
及
び
令
和
四
年
度
定
期
監
査
等
の
結
果
に
関
す
る
報
告
が
監
査
委
員
か
ら

提
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
議
会
事
務
局
長
よ
り
報
告
さ
せ
ま
す
。 

○
議
会
事
務
局
長
（
志
賀
美
知
代
君
） 

ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 

お
手
元
に
、
令
和
四
年
八
月
分
か
ら
十
月
分
ま
で
の
例
月
出
納
検
査
の
結
果
に
つ
い
て
報
告
の
写
し
及
び
令
和
四
年
度
定
期
監
査
等
の
結
果
に

関
す
る
報
告
に
つ
い
て
の
写
し
を
お
配
り
し
て
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
配
付
を
も
っ
て
報
告
と
い
た
し
ま
す
。 

○
議
長
（
藤
井
た
か
し
君
） 

こ
こ
で
、
管
理
者
か
ら
発
言
の
申
出
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
を
許
可
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

武
井
管
理
者
。 
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○
管
理
者
（
武
井
雅
昭
君
） 

特
別
区
競
馬
組
合
管
理
者
の
港
区
長
の
武
井
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

本
日
は
、
令
和
四
年
第
四
回
特
別
区
競
馬
組
合
議
会
定
例
会
を
招
集
申
し
上
げ
ま
し
た
と
こ
ろ
、
ご
多
忙
の
折
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ご
出
席
を

賜
り
ま
し
て
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
、
平
素
よ
り
競
馬
組
合
の
事
業
運
営
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
こ
と

を
、
こ
の
場
を
お
借
り
い
た
し
ま
し
て
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 

本
日
、
ご
審
議
を
い
た
だ
き
ま
す
案
件
は
条
例
案
件
九
件
、
予
算
案
件
一
件
の
計
十
件
の
議
案
を
ご
提
案
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。
慎
重
な
ご

審
議
を
賜
り
、
ご
決
定
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
し
て
、
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
を
い
た
し
ま

す
。 

○
議
長
（
藤
井
た
か
し
君
） 

管
理
者
の
挨
拶
が
終
わ
り
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

こ
れ
よ
り
、
日
程
に
入
り
ま
す
。 

 
 

 
 

 

日
程
第
一
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

〔
志
賀
議
会
事
務
局
長
朗
読
〕 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

日
程
第
一 

 
 

会
期
の
決
定
に
つ
い
て 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
議
長
（
藤
井
た
か
し
君
） 

会
期
に
つ
い
て
お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

今
定
例
会
の
会
期
は
、
会
議
規
則
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
本
日
十
二
月
十
九
日
か
ら
二
十
三
日
ま
で
の
五
日
間
と
い
た
し

た
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
藤
井
た
か
し
君
） 

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

よ
っ
て
、
今
定
例
会
の
会
期
は
、
本
日
十
二
月
十
九
日
か
ら
二
十
三
日
ま
で
の
五
日
間
と
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

次
に
、
日
程
第
二
か
ら
日
程
第
十
ま
で
を
一
括
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 
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〔
志
賀
美
知
代
議
会
事
務
局
長
朗
読
〕 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

日
程
第
二 

 
 

議
案
第
十
五
号 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

日
程
第
三 

 
 

議
案
第
十
六
号 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

日
程
第
四 

 
 

議
案
第
十
七
号 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

日
程
第
五 

 
 

議
案
第
十
八
号 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

日
程
第
六 

 
 

議
案
第
十
九
号 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
懲
戒
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

日
程
第
七 

 
 

議
案
第
二
十
号 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

日
程
第
八 

 
 

議
案
第
二
十
一
号 

 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

日
程
第
九 

 
 

議
案
第
二
十
二
号 

 
特
別
区
競
馬
組
合
非
常
勤
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

日
程
第
十 

 
 

議
案
第
二
十
三
号 

 

特
別
区
競
馬
組
合
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
議
長
（
藤
井
た
か
し
君
） 

こ
れ
ら
の
案
に
つ
い
て
、
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

競
馬
事
務
局
長
。 

○
競
馬
事
務
局
長
（
桑
野
俊
郎
君
） 

そ
れ
で
は
、
た
だ
い
ま
一
括
議
題
と
な
り
ま
し
た
議
案
第
十
五
号
か
ら
第
二
十
三
号
に
つ
き
ま
し
て
、
ご
説
明
申
し

上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 

議
案
第
十
五
号
か
ら
第
二
十
二
号
は
、
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
も
の
で
、
議
案
第
二
十

号
及
び
第
二
十
三
号
は
、
特
別
区
に
お
け
る
職
員
の
給
料
表
及
び
勤
勉
手
当
の
支
給
率
等
の
改
定
に
伴
い
、
こ
れ
と
の
均
衡
を
図
る
た
め
に
必
要

な
改
正
を
行
う
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

恐
れ
入
り
ま
す
。
縦
書
き
の
議
案
書
（
一
）
の
一
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
願
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

は
じ
め
に
、
議
案
第
十
五
号
、
特
別
区
競
馬
組
合
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て
ご
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説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 

本
案
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
制
の
導
入
に
伴
い
、
人
事
行
政
の
運
営
状
況
に
関
し
、
報
告
対
象
を
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
か
ら
定

年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
改
め
る
も
の
で
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 
恐
れ
入
り
ま
す
。
三
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
願
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

続
き
ま
し
て
、
議
案
第
十
六
号
、
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
き
ま

し
て
、
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 

本
案
は
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
を
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
改
め
る
も
の
で
、
併
せ
て
そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
ご

ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

施
行
期
日
は
、
令
和
五
年
四
年
一
日
。 

 
 

 
 

 

経
過
措
置
と
い
た
し
ま
し
て
、
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し
て
、
本
条
例
を
適
用
す
る
こ

と
を
定
め
て
お
り
ま
す
。 

 
 

 
 

 

恐
れ
入
り
ま
す
。
九
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
願
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

続
き
ま
し
て
、
議
案
第
十
七
号
、
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
き
ま
し
て
、
ご
説
明

申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 

本
案
は
、
育
児
休
業
及
び
育
児
短
時
間
勤
務
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
に
、
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
制
に
よ
る
異
動
期
間
を
延
長
さ

れ
た
管
理
監
督
職
の
職
員
を
追
加
す
る
こ
と
、
部
分
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
か
ら
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
を
除
く
こ
と

を
定
め
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

施
行
期
日
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
で
、
経
過
措
置
と
い
た
し
ま
し
て
、
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

員
と
み
な
し
て
、
本
条
例
を
適
用
す
る
こ
と
を
定
め
て
お
り
ま
す
。 

 
 

 
 

 

恐
れ
入
り
ま
す
。
十
三
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
願
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

続
き
ま
し
て
、
議
案
第
十
八
号
、
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
き
ま
し
て
、
ご
説
明
申
し
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上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 

本
案
は
、
職
員
の
定
年
引
上
げ
に
関
し
て
改
正
す
る
も
の
で
、
主
な
内
容
は
四
点
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 
一
点
目
は
、
職
員
の
定
年
を
六
十
歳
か
ら
六
十
五
歳
に
段
階
的
に
引
上
げ
、
二
点
目
は
、
新
た
に
管
理
監
督
職
上
限
年
齢
制
を
導
入
し
、
管
理

監
督
職
と
し
て
勤
務
す
る
こ
と
が
で
き
る
上
限
年
齢
を
六
十
歳
と
し
、
三
点
目
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
制
の
導
入
で
、
六
十
歳
に
達
し

た
以
後
の
定
年
前
に
退
職
し
た
職
員
を
、
短
時
間
勤
務
職
員
と
し
て
採
用
す
る
規
定
を
整
備
し
、
四
点
目
は
、
定
年
の
段
階
的
な
引
上
げ
に
伴
い
、

現
行
の
再
任
用
制
を
廃
止
し
、
引
上
げ
期
間
に
お
い
て
暫
定
再
任
用
制
度
を
導
入
し
、
新
た
に
現
行
と
同
様
の
再
任
用
制
度
を
暫
定
的
に
設
け
る

も
の
で
す
。 

 
 

 
 

 

施
行
期
日
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
で
、
附
則
第
三
条
及
び
第
十
三
条
の
規
定
に
つ
き
ま
し
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

恐
れ
入
り
ま
す
。
五
十
五
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
願
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

続
き
ま
し
て
、
議
案
第
十
九
号
、
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
懲
戒
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
き
ま
し
て
、
ご
説
明
申
し
上

げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 

本
案
は
、
減
給
処
分
の
計
算
に
お
い
て
、
六
十
歳
以
後
の
給
料
月
額
に
変
動
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
変
動
後
の
給
料
月
額
の
五
分
の
一
を
上
限

と
し
て
減
給
す
る
こ
と
を
定
め
る
も
の
で
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

恐
れ
入
り
ま
す
。
五
十
七
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
願
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

続
き
ま
し
て
、
議
案
第
二
十
号
、
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
き
ま
し
て
、
ご
説
明
申
し
上

げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 

第
一
条
に
よ
る
改
正
に
つ
い
て
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

特
別
区
に
お
け
る
職
員
の
給
料
表
及
び
勤
勉
手
当
の
支
給
率
等
の
改
訂
に
伴
う
改
正
で
勤
勉
手
当
の
支
給
月
数
を
〇
・
一
月
、
再
任
用
職
員
に

あ
っ
て
は
〇
・
〇
五
月
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、
給
料
表
を
別
表
一
、
二
の
と
お
り
改
定
し
、
職
員
の
給
料
月
額
の
引
上
げ
を
行
う
も
の
で
ご
ざ

い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

恐
れ
入
り
ま
す
。
六
十
六
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
願
い
ま
す
。 
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第
二
条
に
よ
る
改
正
に
つ
い
て
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
改
正
と
、
特
別
区
に
お
け
る
職
員
の
給
料
表
及
び
勤
勉
手
当
の
支
給
率
等
の
改
定

に
伴
う
改
正
で
、
主
な
改
正
内
容
は
三
点
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 
一
点
目
は
、
六
十
歳
に
達
し
た
職
員
の
給
料
月
額
は
、
当
分
の
間
、
当
該
職
員
が
受
け
る
給
料
月
額
の
七
割
と
す
る
ほ
か
、
管
理
監
督
職
職
務

上
限
年
齢
制
に
よ
り
降
任
と
な
っ
た
管
理
監
督
職
の
職
員
の
給
料
月
額
に
つ
い
て
も
、
実
質
的
に
降
任
前
の
給
料
月
額
の
七
割
と
な
る
よ
う
調
整

し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

二
点
目
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
事
項
を
定
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

三
点
目
が
、
期
末
手
当
の
三
月
支
給
を
廃
止
し
、
六
月
及
び
十
二
月
に
均
等
支
給
す
る
こ
と
を
定
め
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

恐
れ
入
り
ま
す
。
七
十
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
願
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

本
条
例
の
附
則
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

附
則
第
一
項
は
、
本
条
例
は
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
を
定
め
、
第
一
条
の
規
定
、
附
則
第
十
四
項
及
び
第
十
五
項
は
公
布
の

日
か
ら
施
行
す
る
旨
、
定
め
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

第
二
項
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
給
料
表
の
改
定
は
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
旨
、
定
め
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

第
三
項
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
勤
勉
手
当
の
改
定
は
、
令
和
四
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
旨
、
定
め
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

ま
た
、
第
四
項
か
ら
第
十
五
号
は
、
本
改
正
に
伴
う
取
扱
い
等
を
定
め
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

恐
れ
入
り
ま
す
。
百
九
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
願
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

続
き
ま
し
て
、
議
案
第
二
十
一
号
、
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て
、
ご
説
明
申
し

上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 

本
案
は
、
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
退

職
手
当
の
支
給
要
件
を
緩
和
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
主
な
改
正
内
容
は
二
点
で

ご
ざ
い
ま
す
。 
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一
点
目
は
、
六
十
歳
以
後
、
そ
の
者
の
非
違
に
よ
る
こ
と
な
く
退
職
し
た
者
の
退
職
手
当
の
基
本
額
に
つ
い
て
、
当
分
の
間
、
退
職
事
由
を
定

年
退
職
と
し
て
算
定
し
、
二
点
目
は
、
六
十
歳
以
後
に
給
料
月
額
が
減
額
さ
れ
る
場
合
及
び
役
職
定
年
制
に
よ
る
、
他
の
職
務
へ
の
降
任
等
に
よ

り
、
給
料
月
額
が
減
額
さ
れ
る
場
合
に
不
利
益
が
生
じ
な
い
よ
う
、
特
例
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
定
め
る
も
の
で
す
。 

 
 

 
 

 
次
に
、
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
退
職
手
当
の
支
給
要
件
の
緩
和
に
関
す
る
法
改
正
内
容
は
、
退
職
手
当
の
支
給
要
件
の
一
つ
で
あ

る
、
月
十
八
日
の
勤
務
日
数
に
つ
い
て
、
一
か
月
間
の
要
勤
務
日
数
が
二
十
日
に
満
た
な
い
場
合
は
、
十
八
日
か
ら
二
十
日
と
当
該
要
勤
務
日
数

の
差
分
を
減
じ
た
日
数
と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

施
行
期
日
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
で
、
一
部
の
規
定
に
つ
い
て
は
公
布
の
日
よ
り
施
行
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

恐
れ
入
り
ま
す
。
百
四
十
九
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
願
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

続
き
ま
し
て
、
議
案
第
二
十
二
号
、
特
別
区
競
馬
組
合
非
常
勤
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
き

ま
し
て
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 

本
案
は
、
非
常
勤
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
に
お
い
て
、
非
常
勤
職
員
か
ら
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
を
除
く
こ
と

を
定
め
る
も
の
で
す
。 

 
 

 
 

 

施
行
期
日
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
で
、
経
過
措
置
と
い
た
し
ま
し
て
、
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

員
と
み
な
し
て
、
本
条
例
を
適
用
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
お
り
ま
す
。 

 
 

 
 

 

恐
れ
入
り
ま
す
。
百
五
十
三
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
願
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

続
き
ま
し
て
、
議
案
第
二
十
三
号
、
特
別
区
競
馬
組
合
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

に
つ
き
ま
し
て
、
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 

本
案
は
、
特
別
区
に
お
け
る
期
末
手
当
の
支
給
回
数
の
改
定
に
伴
い
、
こ
れ
と
の
均
衡
を
図
る
た
め
、
期
末
手
当
の
三
月
支
給
を
廃
止
し
、
六

月
、
十
二
月
に
均
等
支
給
す
る
こ
と
を
定
め
る
も
の
で
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

議
案
第
十
五
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
の
説
明
は
以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
上
、
ご
議
決
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。 
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○
議
長
（
藤
井
た
か
し
君
） 

提
案
理
由
の
説
明
は
終
わ
り
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

こ
れ
ら
の
案
に
つ
い
て
は
、
所
管
の
総
務
・
事
業
委
員
会
に
付
託
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
次
に
、
日
程
第
十
一
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
〔
志
賀
議
会
事
務
局
長
朗
読
〕 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

日
程
第
十
一 

 
 

議
案
第
二
十
四
号 

 

令
和
四
年
度
特
別
区
競
馬
組
合
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
） 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
議
長
（
藤
井
た
か
し
君
） 

本
案
に
つ
い
て
、
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

競
馬
事
務
局
長
。 

○
競
馬
事
務
局
長
（
桑
野
俊
郎
君
） 

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
、
議
案
第
二
十
四
号
、
令
和
四
年
度
特
別
区
競
馬
組
合
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
一

号
）
に
つ
き
ま
し
て
、
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 

恐
れ
入
り
ま
す
。
横
書
き
の
議
案
書
（
二
）
の
三
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
願
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

本
案
は
、
予
算
総
則
第
一
条
に
お
い
て
、
令
和
四
年
度
特
別
区
競
馬
組
合
一
般
会
計
の
補
正
予
算
（
第
一
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
も
の
と
し
、
具
体
的
な
内
容
は
第
二
条
で
規
定
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

第
二
条
は
、
収
益
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
の
定
め
で
、
収
入
の
第
一
款
営
業
収
益
は
、
第
一
項
競
馬
開
催
収
益
に
補
正
予
定
額
、
二
百
四

十
八
億
九
千
九
百
八
十
万
七
千
円
を
加
え
、
一
千
九
百
五
十
五
億
八
千
三
百
三
十
一
万
一
千
円
と
し
、
第
二
項
場
外
業
務
収
益
に
補
正
予
定
額
二

十
三
億
二
千
五
百
九
十
二
万
六
千
円
を
加
え
、
百
十
四
億
八
千
三
百
四
十
二
万
五
千
円
と
し
、
款
合
計
で
二
千
七
十
一
億
六
千
七
十
六
万
円
と
す

る
も
の
で
す
。 

 
 

 
 

 

次
の
第
二
款
、
営
業
外
収
益
は
、
第
一
項
受
取
利
息
及
び
配
当
金
に
、
補
正
予
定
額
一
千
八
百
三
十
八
万
円
を
加
え
、
三
億
一
千
五
百
五
万
円

と
し
、
款
合
計
で
三
億
四
千
八
百
三
十
三
万
一
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。 

 
 

 
 

 

次
に
、
支
出
で
ご
ざ
い
ま
す
。 
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第
一
款
営
業
費
用
は
、
第
一
項
競
馬
開
催
費
用
に
補
正
予
定
額
、
二
百
二
十
一
億
九
百
九
十
九
万
九
千
円
を
加
え
、
一
千
八
百
八
十
四
億
五
百

四
十
五
万
五
千
円
と
し
、
第
二
項
場
間
場
外
費
用
に
補
正
予
定
額
、
二
億
四
千
二
百
四
十
五
万
九
千
円
を
加
え
、
六
十
三
億
八
百
六
十
二
万
二
千

円
と
し
、
款
合
計
を
一
千
九
百
五
十
四
億
三
百
八
十
二
万
八
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。 

 
 

 
 

 
次
の
第
二
款
営
業
外
費
用
は
、
第
二
項
株
式
配
当
金
配
分
金
に
補
正
予
定
額
、
一
千
七
百
十
八
万
三
千
円
を
加
え
、
二
億
二
千
三
百
三
十
七
万

六
千
円
と
し
、
第
三
項
公
課
費
に
補
正
予
定
額
、
四
千
六
百
七
十
万
八
千
円
を
加
え
、
四
億
一
千
五
百
九
十
六
万
七
千
円
と
し
、
款
合
計
を
六
億

九
千
百
四
十
二
万
二
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。 

 
 

 
 

 

七
ペ
ー
ジ
以
降
に
は
、
令
和
四
年
度
特
別
区
競
馬
組
合
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
の
説
明
書
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
七
ペ
ー
ジ
は
予
算
実

施
計
画
、
十
ペ
ー
ジ
は
予
定
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
計
算
書
、
十
一
ペ
ー
ジ
は
予
定
損
益
計
算
書
、
十
二
ペ
ー
ジ
は
予
定
貸
借
対
照
表
で
ご
ざ
い
ま

す
。 

 
 

 
 

 

以
上
、
令
和
四
年
十
二
月
十
九
日
提
出
、
管
理
者
名
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

議
案
第
二
十
四
号
の
説
明
は
以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
上
、
ご
議
決
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

○
議
長
（
藤
井
た
か
し
君
） 

提
案
理
由
の
説
明
は
終
わ
り
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

本
案
に
つ
い
て
は
、
所
管
の
財
務
委
員
会
に
付
託
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

こ
こ
で
、
議
事
の
都
合
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
会
議
時
間
を
延
長
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

こ
の
際
、
付
託
案
件
の
委
員
会
審
査
の
た
め
、
会
議
を
暫
時
休
憩
い
た
し
ま
す
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

休

憩
（
午
後
四
時
十
二
分
） 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

再

開
（
午
後
四
時
二
十
四
分
） 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 
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○
議
長
（
藤
井
た
か
し
君
） 

休
憩
前
に
引
き
続
き
、
会
議
を
開
き
ま
す
。 

 
 

 
 

 

た
だ
い
ま
、
総
務
・
事
業
副
委
員
長
及
び
財
務
委
員
長
か
ら
各
委
員
会
の
審
査
報
告
書
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
審
査
報
告
書
の
写
し
を
お
配
り

し
て
お
り
ま
す
の
で
、
写
し
の
配
付
を
も
っ
て
ご
報
告
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
こ
の
際
、
日
程
の
追
加
に
つ
い
て
お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

お
手
元
に
配
付
い
た
し
ま
し
た
追
加
議
事
日
程
の
と
お
り
、
議
案
第
十
五
号
ほ
か
九
件
を
本
日
の
日
程
に
追
加
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、

こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
藤
井
た
か
し
君
） 

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

よ
っ
て
、
議
案
第
十
五
号
ほ
か
九
件
を
本
日
の
日
程
に
追
加
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

追
加
日
程
第
一
か
ら
追
加
日
程
第
九
ま
で
を
一
括
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

〔
志
賀
議
会
事
務
局
長
朗
読
〕 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 

追
加
日
程
第
一 

 
 

議
案
第
十
五
号 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

追
加
日
程
第
二 

 
 

議
案
第
十
六
号 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

追
加
日
程
第
三 

 
 

議
案
第
十
七
号 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

追
加
日
程
第
四 

 
 

議
案
第
十
八
号 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

追
加
日
程
第
五 
 

 

議
案
第
十
九
号 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
懲
戒
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

追
加
日
程
第
六 

 
 

議
案
第
二
十
号 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

追
加
日
程
第
七 

 
 

議
案
第
二
十
一
号 

 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

追
加
日
程
第
八 

 
 

議
案
第
二
十
二
号 

 

特
別
区
競
馬
組
合
非
常
勤
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

追
加
日
程
第
九 

 
 

議
案
第
二
十
三
号 

 

特
別
区
競
馬
組
合
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 
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―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
議
長
（
藤
井
た
か
し
君
） 

こ
れ
ら
の
案
に
つ
き
ま
し
て
、
総
務
・
事
業
副
委
員
長
の
報
告
を
求
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 
坂
本
総
務
・
事
業
副
委
員
長
。 

○
総
務
・
事
業
副
委
員
長
（
坂
本
あ
ず
ま
お
君
） 

総
務
・
事
業
委
員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し
た
議
案
第
十
五
号
か
ら
議
案
第
二
十
三
号
ま
で
の
審
査
経
過
及

び
結
果
に
つ
き
ま
し
て
、
ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 

委
員
会
で
は
、
理
事
者
よ
り
議
案
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
た
後
、
審
査
に
入
り
ま
し
た
が
、
審
査
に
当
た
っ
て
は
特
に
質
疑
、
意
見
等

は
な
く
、
採
決
の
結
果
、
委
員
会
は
議
案
第
十
五
号
か
ら
議
案
第
二
十
三
号
ま
で
に
つ
い
て
全
員
賛
成
に
よ
り
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も

の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

こ
れ
を
も
っ
て
総
務
・
事
業
委
員
会
の
報
告
を
終
わ
り
ま
す
。 

○
議
長
（
藤
井
た
か
し
君
） 

た
だ
い
ま
の
報
告
に
対
し
、
ご
質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

〔
「
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
藤
井
た
か
し
君
） 

質
疑
が
な
い
よ
う
で
す
の
で
、
質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。 

 
 

 
 

 

こ
れ
よ
り
採
決
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

総
務
・
事
業
委
員
会
の
審
査
結
果
は
、
い
ず
れ
も
原
案
可
決
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

議
案
第
十
五
号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
藤
井
た
か
し
君
） 

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

よ
っ
て
、
議
案
第
十
五
号
は
原
案
の
と
お
り
可
決
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

次
に
、
議
案
第
十
六
号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
藤
井
た
か
し
君
） 

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 
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よ
っ
て
、
議
案
第
十
六
号
は
原
案
の
と
お
り
可
決
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

次
に
、
議
案
第
十
七
号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 
〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
藤
井
た
か
し
君
） 

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

よ
っ
て
、
議
案
第
十
七
号
は
原
案
の
と
お
り
可
決
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

次
に
、
議
案
第
十
八
号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
藤
井
た
か
し
君
） 

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

よ
っ
て
、
議
案
第
十
八
号
は
原
案
の
と
お
り
可
決
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

次
に
、
議
案
第
十
九
号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
藤
井
た
か
し
君
） 

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

よ
っ
て
、
議
案
第
十
九
号
は
原
案
の
と
お
り
可
決
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

次
に
、
議
案
第
二
十
号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
藤
井
た
か
し
君
） 

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

よ
っ
て
、
議
案
第
二
十
号
は
原
案
の
と
お
り
可
決
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

次
に
、
議
案
第
二
十
一
号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
藤
井
た
か
し
君
） 

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

よ
っ
て
、
議
案
第
二
十
一
号
は
原
案
の
と
お
り
可
決
い
た
し
ま
し
た
。 
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次
に
、
議
案
第
二
十
二
号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
藤
井
た
か
し
君
） 

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 
よ
っ
て
、
議
案
第
二
十
二
号
は
原
案
の
と
お
り
可
決
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

次
に
、
議
案
第
二
十
三
号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
藤
井
た
か
し
君
） 
ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

よ
っ
て
、
議
案
第
二
十
三
号
は
原
案
の
と
お
り
可
決
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

次
に
、
追
加
日
程
第
十
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

〔
志
賀
議
会
事
務
局
長
朗
読
〕 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 

追
加
日
程
第
十 

 
 

議
案
第
二
十
四
号 

 

令
和
四
年
度
特
別
区
競
馬
組
合
一
般
会
計
補
正
予
算(

第
一
号)

 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
議
長
（
藤
井
た
か
し
君
） 

本
案
に
つ
き
ま
し
て
、
財
務
委
員
長
の
報
告
を
求
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

内
川
財
務
委
員
長
。 

○
財
務
委
員
長
（
内
川
和
久
君
） 

財
務
委
員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し
た
議
案
第
二
十
四
号
の
審
査
経
過
及
び
結
果
に
つ
き
ま
し
て
、
ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 

委
員
会
で
は
、
理
事
者
よ
り
議
案
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
た
後
、
審
査
に
入
り
ま
し
た
が
、
審
査
に
当
た
っ
て
は
特
に
質
疑
、
意
見
等

は
な
く
、
採
決
の
結
果
、
委
員
会
は
議
案
第
二
十
四
号
に
つ
い
て
、
全
員
賛
成
に
よ
り
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
を
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

こ
れ
を
も
っ
て
財
務
委
員
会
の
報
告
を
終
わ
り
ま
す
。 

○
議
長
（
藤
井
た
か
し
君
） 

た
だ
い
ま
の
報
告
に
対
し
、
ご
質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

〔
「
な
し
」
の
声
あ
り
〕 
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○
議
長
（
藤
井
た
か
し
君
） 

質
疑
が
な
い
よ
う
で
す
の
で
、
質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。 

 
 

 
 

 

こ
れ
よ
り
採
決
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
財
務
委
員
会
の
審
査
結
果
は
、
原
案
可
決
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 
議
案
第
二
十
四
号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
藤
井
た
か
し
君
） 

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

よ
っ
て
、
議
案
第
二
十
四
号
は
原
案
の
と
お
り
可
決
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

以
上
で
、
今
定
例
会
の
日
程
は
全
て
終
了
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

会
議
規
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
本
日
を
も
っ
て
閉
会
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
議
長
（
藤
井
た
か
し
君
） 

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 

よ
っ
て
、
今
定
例
会
は
本
日
を
も
っ
て
閉
会
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

こ
こ
で
、
管
理
者
か
ら
発
言
の
申
出
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
を
許
可
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

武
井
管
理
者
。 

○
管
理
者
（
武
井
雅
昭
君
） 

本
日
ご
提
案
申
し
上
げ
ま
し
た
案
件
に
つ
き
ま
し
て
、
慎
重
な
る
ご
審
議
を
い
た
だ
き
、
ご
決
定
を
賜
り
ま
し
て
誠
に
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
今
後
も
競
馬
事
業
の
発
展
に
努
力
し
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
を
い
た
し
ま
す
。
議
会
の
皆

様
の
な
お
一
層
の
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
し
て
、
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 
 

 
 

 

本
日
は
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

○
議
長
（
藤
井
た
か
し
君
） 

管
理
者
の
挨
拶
は
終
わ
り
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
令
和
四
年
第
四
回
特
別
区
競
馬
組
合
議
会
定
例
会
を
閉
会
い
た
し
ま
す
。
お
疲
れ
さ
ま
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

－ 18 －



―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

閉

会
（
午
後
四
時
三
十
二
分
） 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 
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�㸱��ᴗࡢ⤒Ⴀࡀຠ⋡ⓗࠊຠᯝⓗࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜�

�

�
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㸲㸲� ┘ᰝࡢ⤖ᯝ�

௧㸱ᖺᗘཬࡧ௧㸲ᖺᗘ┘ᰝᐇ᪥ࡢ࡛ࡲົᴗཬࡧ㈈ົົ➼ࡢᇳ⾜

ពぢ࣭せᮃ㡯ࡢ௨ୗࠊࡀࡓࢀࡽࡵㄆࡿ࠸࡚ࢀࡉ⌮ฎ㐺ṇࡡᴫࠊࡣ࡚࠸ࡘ

�ࠋ࠸ࡓࢀࡉၿฎ࡚࠸ࡘⅬࡿࡍグ㍕

࠸ࡘࡾㄗࡢົୖ࡞㍍᫆➼ࢀᢲ༳₃ࠊࢀグ㍕₃ࡢᚲせ㡯ࡢ㉳ᩥ᭩ࠊ࠾࡞

ࡑࠊࡓࡋ♧ᣦ࠺ࡼࡿࡵồࢆᨵၿ࡚ࡌ㏻ࢆᰝጤဨົᒁ㛗┘ࡀᰝጤဨ┘ࠊࡣ࡚

�ࠋࡓࡋᣦᑟ㒔ᗘ㛵ಀ⫋ဨࡢ

�

࠙ពぢ࣭せᮃ㡯ࠚ�

㸦㸯㸧ಶேሗ࡚࠸ࡘ࠸ᢅྲྀࡢ�

� ᮏᖺ �᭶ࡽᨵṇಶேሗಖㆤἲࡀ⾜ࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᨵṇࠊࡣ♫࣭⤒�

῭ໃࡢኚࢆ㋃ࡾࡼ࡚࠼ࡲಶேࡢᶒ┈ࢆಖㆤࡵࡓࡿࡍᚲせ࡞ᨵṇࡓࡗ⾜ࢆ

�ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ

� ᙜ⤌ྜࡣ࡚࠸࠾᪤ಶேሗಖㆤ᮲➼㛵ಀつᩚࡢഛࡇࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ

ᢅྲྀ࡞ᒙཝ᱁୍ࡾࡼࠊ࠸క⾜ࡢᨵṇಶேሗಖㆤἲࡢ⯡ࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛ࢁ

�ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡵồࢆ࿘▱ᚭᗏࡢဨ⫋࠸

� ୍᪉ࠊᙜ⤌ྜ㛵ࡿࢃಶேሗ࡛ࠕࠊࡣ༡㛵ᮾᅄ➇㤿ሙᅾᏯᢞ⚊࣒ࢸࢫࢩ㸦௨

ୗ63$7ࠕ㸲ࠖࠋ࠺࠸㸧ࠖ 63$7㸲ࠋ࠸ࡋⴭࡀቑຍࡢᩘ௳ࡢಶேሗ࠺ᢅྲྀ࡚࠸࠾

ዉᕝ┴ᕝ⚄ࠊྜ⤌༓ⴥ┴➇㤿ࠊྜ⤌ᇸ⋢┴ᾆ➇㤿ࡵࡌࡣࢆྜ⤌ᙜࠊࡣ࡚࠸ࡘ

ᓮ➇㤿⤌ྜ㸦௨ୗࠕᅄദ⪅ࠖࠋ࠺࠸㸧୍ࠊ⯡♫ᅋἲே㛵ᮾᆅ᪉බႠ➇㤿༠

㆟㸦௨ୗࠕ㛵ᆅ༠ࠖࠋ࠺࠸㸧ࡢ㛫࡛ྲྀࡾࠕࡓࡋࢃ༡㛵ᮾᅄ➇㤿ሙᅾᏯᢞ⚊

ᴗࡢ㐠Ⴀ㛵ࡿࡍᇶᮏ༠ᐃ᭩ 㐠ࡀᴗ࡚ࡋ௵ጤ㛵ᆅ༠ࡀ⪅ᅄദࠊࡾࡼࠖ

Ⴀࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ�

� ࡣ⌮⟶ࡢಶேሗࡢ63$7㸲ࠊࡁᇶ࡙㸰᮲➨㸯㡯➨㸰ྕ➨ࡢᇶᮏ༠ᐃ᭩ࡢࡇ

㛵ᆅ༠ࡀ 63$7㸲ࡢಖᏲ㐠Ⴀᴗົࡽࡉࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉࡇ࠺⾜࡚ࡵྵ➨㸷᮲

ㄡࡣ⏝ࡢ63$7㸲ࠊࡋࡋࠋࡿ࠸࡚ࡵᐃ࡚࠸ࡘಖㆤࡢಶேሗࡢ㛵ᆅ༠ࠊ࡛

⪅ᅄദࡵࡓࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ⏝άࢆࢀࡇࡶᆅ᪉➇㤿ሙࡢᅜࠊࡾ࠶࡛⬟ྍࡶ࡛

⤌ᒱ㜧┴ᆅ᪉➇㤿ࠊ㔠ἑᕷࠊ┴ᕝ▼ࠊྜ⤌ᒾᡭ┴➇㤿ࠊᖏᗈᕷࠊᾏ㐨ࠊࡣ

ࡢྜ⤌బ㈡┴➇㤿ࠊྜ⤌㧗▱┴➇㤿ࠊྜ⤌රᗜ┴➇㤿ࠊྜ⤌ឡ▱┴➇㤿ࠊྜ

㛫࡛ࠕࠊ༡㛵ᮾᅄ➇㤿ሙ㟁ヰᢞ⚊ࡢಶேሗ࠸ᢅྲྀࡢ㛵ࡿࡍᇶᮏ༠ᐃ᭩ࠖࢆ

ࡢ㸧ඹྠࡢ㸱᮲➨㸯㡯࡛㸦ಶேሗ➨ࠊࡣ࡚࠸࠾༠ᐃ᭩ࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ⤖⥾

⟶⌮ཬࡧ⏝ࠊ࡚ࡋ㺀㸦๓␎㸧ᅄദ⪅ࡀඹྠ࡛ᡤ᭷ཬࡢࡶࡿࡍ⌮⟶ࡧ

᮲➨㸰㡯࡛ྠࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋ㺁ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡁ࡛⏝ࡀࢀࡒࢀࡑࡓࡲࠊࡋ

ࡧཬ⌮⟶ࡢಶேሗ㺀㸦๓␎㸧㛵ᆅ༠ࠊࡣ࡚࠸࠾⏝ࡧཬ⌮⟶ࡢࡑࠊࡣ

ࡢ㺀ಶேሗ࡚࠸࠾㸶᮲➨ࡀࢁࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ㺁ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡏࢃ⾜ࢆ⏝

㛤♧ࡢㄳồࠊゞṇࠊ๐㝖ࠊ⏝୰Ṇࡢㄳồࠊἲ௧➼ࡿࡼእ㒊ᥦ౪➼㺁࠸ࡘ

�ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉࡇ࠺⾜ࡀྜ⤌ᙜࢆࡁ⥆ᡭࡢࡑࠊࡣ࡚

� ୕ࡢࠊྜ⤌ᙜᴗົࡿ࠸࡚ࡗᢸࡀ㛵ᆅ༠ࠊ࡚࠸࠾ᇶᮏ༠ᐃ᭩ࡢࡘࡢࡇ

ദ⪅ࡢࢀࡒࢀࡑ㛵ࠊࡃࡃࡾࢃࡀࡾࢃ㈐௵ࡢయࡀ᫂☜࡛ࡽ࠼⪄ࡿ࠶

ࡿ࠸࡚ࡋᖺ᮶ᛴቑᩘࡇࡇࠋࡿࢀ 63$7㸲㛵ࡿࢃ⏝⪅ࡢಶேሗࡢಖㆤ࠸ࡘ

�࡚࠼ࡲ㋃ࢆኚࡢ࣭⤒῭ໃ♫ࡸ㊃᪨ࡢᨵṇಶேሗಖㆤἲࡓ㏙ඛࠊ࡚
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ᅄദ⪅ཬࡧ㛵ᆅ༠ࡢ㛫࡛༠㆟ࠊࡋ௦༶ࡓࡋ㐺ษ࡞ᑐᛂດ࠶࡛ࡁࡿࡵ

�ࠋࡿ

�

㸦㸰㸧㏻㈝➼࡚࠸ࡘ�

� ᖺᗘࠕࠊ㏻ᡭᙜࡢㄆᐃࡢ࡚ࡗࡓ࠶ᇶ‽➼ࢆ⟇ᐃࠊࡋ⫋ဨ㛫ㄆᐃࡢ㱈

㱒࠺ࡼ࠸࡞ࡌ⏕ࡀᑐᛂࠖࡿ࠶࡛ࡁࡍ᪨ࡢពぢࡅཷࢆࢀࡇࠋࡓࡆୖࡋ⏦ࢆ

ࡋࠋ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉホ౯ࡣࡇࡿ࠸࡚ࡋᑐᛂࡅタࢆ‽ᇶᮏᖺ㸲᭶ࠊ࡚

࠸࡞࠸࡚ࢀࡉṇࡀ㱈㱒ࡢဨ㛫࡛⫋㏻⤒㊰ࡓࢀࡉㄆᐃࡣ࡛≦⌧ࠊࡽࡀ࡞ࡋ

ࡀぢཷࠋࡿࢀࡽࡅ᪥ࡢࠎ㏻㛵ࠊࡾ࠶࡛ࡇࡿࡍ⫋ဨࡢពḧࡶᙳ㡪ࢆ

�ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡴᮃࢆṇࡢ᪩ᮇࠊ࡛ࡢࡿ࠶ࡶ࡛ࡿ࠼

� ࡢࡶࡿࡍ⏝࡚ࡗ㝈ሙྜ࡞ᚲせྍḞࡣ࡚ࡗࡓ࠶⏝ࡢ࣮ࢩࢡࢱࠊࡓࡲ

ࡢሙྜ࠸࡞ᚓࢆࡴࡸࠊࡋඃඛࢆ⏝ࡢබඹ㏻ᶵ㛵ࡣ࡚࠸ࡘࢀࡇࠋࡿ࠶࡛

�ࠋ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡋᚭᗏࢆ⏝

�

㸦㸱㸧ຠ⋡ⓗ࣭ィ⏬ⓗ࡞ண⟬⦅ᡂண⟬ᇳ⾜࡚࠸ࡘ�

� ẖᖺᗘࠊ㆟ࡢ㆟Ỵࢆᚓ࡚ᡂ❧ࡿࡍண⟬࡛ࡢࡑࠊࡀࡿ࠶ண⟬⦅ᡂ࡚ࡗࡓ࠶

ࠋࡿࢀࡽࡵࡲࡾ࡚ࡋண⟬࡚⤒ࢆ➼ᰝᐃ࡞฿࿘ࠊࡾ✚ぢࡸㄪᰝࡢ๓ࡣ

ᚑࠊ࡚ࡗண⟬ᇳ⾜ࡣ࡚ࡗࡓ࠶ண⟬࡛ᐃࡓࢀࡽࡵ⠊ᅖෆ࡛ᇳ⾜࠶࡛ࡢࡶࡁࡍ

ணࠊ᪉ࠋࡿࢀࡽࡅぢཷࡀࡿࡍ⏝άᴗࡢูࢆࢀࡑࠊࡌ⏕ࢆ⏝㢠ࠊࡀࡿ

⟬㢠ࡶࡾࡼᑡ࠸࡞㔠㢠࡛ዎ⣙ࡾࡲ࠶ࠊࡋ㛫ྠࡎ⨨ࢆ㢠㏆࠸㔠㢠ࢆ㏣ຍࡋ

࡚ዎ⣙ኚ᭦ࡿ࠸࡚ࡋࠋࡿ࠶ࡀண⟬ᇶ࡙ࡓ࠸ᴗෆᐜ࡛ዎ⣙ࢀ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ

�ࠋࡿ࠶࡛ࡎࡣࡓࡗ࡞ዎ⣙㔠㢠࡞㐺ṇࠊࡤ

� ᆅ᪉㈈ᨻἲ➨㸱᮲ཬࡧ➨㸲᮲࡛ࠊࡣ㐺ษ࡞ண⟬⦅ᡂண⟬ࡢᇳ⾜➼ࡀつᐃࡉ

⟭ணண⟬⦅ᡂ࡞ៅ㔜ࠋ࠸ࡓࢀࡉᑐᛂ࡚࠼ࡲ༑ศ㋃ࢆ㊃᪨ࡢἲࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀ

ᇳ⾜ດࠋ࠸ࡓࢀࡽࡵ�

˕�᪤ዎ⣙ࡓࡋ㔠㢠ࢀࡑ㏆࠸㔠㢠ࢆ㏣ຍࠊࡋ▷ᮇ㛫࡛ዎ⣙ኚ᭦ࡓࡋ� �

࣭/,1( බᘧࢆࢺࣥ࢘࢝ά⏝ࣥࣙࢩ࣮ࣔࣟࣉࡓࡋᴗົጤク�

࣭➇㤿ሙ➼ᅵᆅཬࡧタ㐠⏝ಀࡿᐇែㄪᰝ➼ᴗົጤク�

�

㸦㸲㸧ពᛮỴᐃ࡚࠸ࡘ�

᪂ᆺࢫࣝ࢘ࢼࣟࢥឤᰁࡢὶ⾜ࡿࡼ♫࣭⤒῭άືࡢࠊࡣኟ௨㝆

ࡇࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ࡞㢧ⴭࡀࡋࡢάࠊࡢࡢࡶ࠸࡞ࡁἜ᩿࡛ࡣឤᰁࡔࡲࡔࡲ

ࡘᗄࡀᴗ࣭ࢺࣥ࣋ࡿࡼ⪅Ẹ㛫ᴗࡓࡋ⏝άࢆ➇㤿ሙタࠊ୰ࡓࡋ࠺

Ⰻࡃࡔࡓ࠸࡚ࡗࡶࢆ㛵ᚰ㤿➇ࠊࡋ▱࿘ࡃᗈࢆ➇㤿ሙࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㛤ദ

ᮾࡣタᥦ౪ࠊࡾ࠶࡛⪅Ẹ㛫ᴗࡣദࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍḼ㏄ࡿ࡞ዎᶵ࠸

ி㒔➇㤿ᰴᘧ♫ࠊ㐠Ⴀࡣᮾிࡢ➼ࢫࣅ࣮ࢧࢸࣃࣟࣉᴗ⪅࠺⾜ࡀᴗ࡛࠶

ពᛮỴᐃࡢࡽఱࡾࡓ࠶ᴗᐇࡣ࡛ྜ⤌ᙜࠊࡵࡓࡢẸ㛫ᴗ⪅ദᴗࠋࡿ

ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ࡢྜ⤌ᙜࢆ㹎㹐ࡢᴗࡢࡽࢀࡇࠊࡽࡀ࡞ࡋࡋࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗ⾜ࡶ

ࠊࡣᴗ࡛࠺࠸ࡿධࡕ❧ࡀ⪅ཧຍࢺࣥ࣋ෆ㤿ሙࡢ㤿㛤ദ୰➇ࠊࡋᥖ㍕

ᙜ⤌ྜࡀࡃ㛵ࡣ࠸࡞ࡾࢃゝࢁࡋࡴࠋ࠸࡞࠼እᙧୖࡣᙜ⤌ྜࡀദ⪅ุ

�ࠋ࠸࡞ࡣᛮ㆟࡛ࡶ࡚ࢀࡉ᩿
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ࡢ୍ࡀᨾᑐᛂࠊ࡚ࡵྵࡶᙜ⤌ྜࡢ࡚ࡋᑐᛂࢆ᫂☜࡚ࡋពᛮỴᐃ࡚ࡋ

�ࠋࡿ࠼⪄ࡿ࠶ࡀᚲせࡃ࠾

˕�Ẹ㛫ᴗ⪅ࢺࣥ࣋ࡿࡼ㛤ദࡢ�

࣭-5 ᮾᾏ࣮ࢶࡢࢬ࣮ࢶ⏬ᴗ�

�⏬ᴗࣥࣙࢩ࣮ࣞ࣎ࣛࢥࡢࢺ࣮࢛ࣇ࣮ࢩᮾிࣝࢸ୍࣍➨࣭

࣭7&. �ࣥࢹ࣮࣮࣮࢞ࣗ࢟࣋ࣂ

�

㸦㸳㸧ᴗ⪅ࡢᑐᛂ࡚࠸ࡘ�

� ᙜ⤌ྜࡢᴗ㐠Ⴀࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶ከᒱࡿࡓࢃᴗົࢆጤクࠊࡋຠ⋡ⓗ࣭ຠᯝ

ⓗ࡞ᴗ㐠Ⴀࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠶࡛ࢁࡇࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ୰࡛ࠊᴗ⪅ࡸࢫ࣑ࡢㄗࡀࡾ

Ⓨ⏕ࡓࡋሙྜࡢᑐᛂࡋ⏦࡚࠸ࡘ㏙ࠋ࠸ࡓ�

� ᮏᖺ㸵᭶ �� ᪥ࢶ࣮࣏ࢫࢣࣥࢧࡢᮾிᮏ♫∧⣬㠃ࠊ࡚࠸࠾ணᐃ࡚ࢀࡉ

�ࠋࡓࢀࡉᥖ㍕ࡀෆᐜࡿ࡞␗ࡣ⣬㠃ᒎ㛤ࡓ࠸

� .'$ࠊࡓࡲ ௧㸲ࡧᴗົ㐜ᘏཬࡿࡅ࠾ࢬࣥࣙࢩ࣮ࣗࣜࢯ࣭ࢢࣥࢸࢣ࣮࣐

ᖺᗘࡢ࣮ࣅ࣮࣒ࢺࣉࢭࣥࢥ <RX7XEH Ⓨࡀ࠸㐪ྲྀࡢ⣲ᮦࡿࡅ࠾సᴗࣉࢵ⏬ື

�ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⏕

� ࡿ࠸࡚࠸ᒆࡀ᭩ᩥࡓࡋグࢆ⟇ᨵၿ⨥ㅰࡽ⪅ᴗࠎྛࠊࡣ࡚࠸ࡘࡽࢀࡇ

ࠊࡣ࡚ࡋᑐ⪅ᴗࠋࡿ࠸࡚ࡗࡲ␃ࡿࡍ౪ぴࡢ࡛ࡲㄢ㛗ࡋཷࢆࢀࡇࠊࡀ

ዎ⣙ᇶ࡙ࡁ㐺ṇᒚ⾜ࡾࡼࡇࡿࡍᑐ౯ࢆᨭᡶࠊࡽࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗᴗ

ࡢᑐᛂࡢᚋ⟇ၿᚋࠊࡋỴᐃࢆᑐᛂⓗ⧊⤌࡚ࡋྜ⤌ᙜ࡚ࡋᑐᑐᛂࡢ⪅

�ࠋࡿ࠶࡛ࡁࡃ࠾࡚ࡋ☜᫂ࢆ➼᪉ࡾ࠶

�

㸦㸴㸧ᩥ᭩ົ࣭ィົ➼ࡢ㐺ษ࡞ฎ⌮࣒ࢸࢫࢩ㛵ࡿࢃㄢ㢟�

ẖᖺពぢࠊࡀࡿ࠸࡚ࡆୖࡋ⏦ࢆỴᩥ᭩ࠊᛰ㛵ಀ᭩㢮ྛࠊ✀ᖒ⚊㢮࡛౫↛

✌ࡀ࣒ࢸࢫࢩࡢ✀ྛࠋࡓࢀࡽࡅከᩘぢཷࡀ➼ࡾㄗࡢグධෆᐜࡸࢀグධ₃࡚ࡋ
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議
案
第
十
五
号 

 
 

 
特
別
区
競
馬
組
合
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
二
月
十
九
日 

提
出
者 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
管
理
者 

 
 

武 

井 
 

雅 

昭 
 

 

  
 

 

特
別
区
競
馬
組
合
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

特
別
区
競
馬
組
合
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
特
別
区
競
馬
組
合
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 第

三
条
中
「
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
及
び
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
」
を

「
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
及
び
同
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 （
提
案
理
由
） 

 

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
。 

 

 

 

議
案
第
十
六
号 

 
 

 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
二
月
十
九
日 

提
出
者 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
管
理
者 

 
 

武 

井 
 

雅 

昭 
 

 

  
 

 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
年
特
別
区
競
馬
組
合
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
、
「
に
あ
つ
て
は
」
を
「
に
あ
っ
て
は
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
第
三
項
中
「
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
二
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

又
は
第
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
い
う
。
）
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
勤
務 

時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し
て
、
同
条
例
の
規
定
を
適
用
す
る
。 
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（
提
案
理
由
） 

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
。 

 

 

 

議
案
第
十
七
号 

 
 

 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
二
月
十
九
日 

提
出
者 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
管
理
者 

 
 

武 

井 
 

雅 

昭 
 

 

  
 

 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
特
別
区
競
馬
組
合
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
第
二
号
中
「
第
二
号
」
の
下
に
「
。
以
下
「
定
年
条
例
」
と
い
う
。
」
を
加
え
、
「
第
二
項
」
を
「
同
条
第
二
項
」
に
、
「
引
き
続
い
て
」
を

「
引
き
続
き
」
に
改
め
、
同
条
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

三 

定
年
条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
異
動
期
間
（
同
条
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
）
を
延
長
さ
れ
た
管
理

監
督
職
を
占
め
る
職
員 

第
七
条
第
二
号
中
「
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
」
を
「
定
年
条
例
」
に
、
「
第
二
項
」
を
「
同
条
第
二
項
」
に
、
「
引
き
続
い

て
」
を
「
引
き
続
き
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

三 

第
二
条
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員 

第
十
四
条
第
二
号
中
「
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
二
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 
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１ 
こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

又
は
第
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
い
う
。
）
は
、
同
法
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
と
み
な
し
て
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
特
別
区
競

馬
組
合
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

 
 （

提
案
理
由
） 

 

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
。 

 

 

議
案
第
十
八
号 

 
 

 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
二
月
十
九
日 

提
出
者 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
管
理
者 

 
 

武 

井 
 

雅 

昭 
 

 

  
 

 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
特
別
区
競
馬
組
合
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

題
名
の
次
に
次
の
目
次
及
び
章
名
を
付
す
る
。 

目
次 第

一
章 

総
則
（
第
一
条
） 

第
二
章 

定
年
制
度
（
第
二
条
―
第
五
条
） 

第
三
章 

管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
制
（
第
六
条
―
第
十
三
条
） 

第
四
章 

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
制
（
第
十
四
条
・
第
十
五
条
） 

第
五
章 

雑
則
（
第
十
六
条
） 

付
則 

第
一
章 

総
則 

第
一
条
中
「
）
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
二
十
八
条
の
三
」
を
「
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
及
び

－
 
3
7
 
－



 

 

第
二
項
、
第
二
十
二
条
の
五
第
二
項
、
第
二
十
八
条
の
二
、
第
二
十
八
条
の
五
、
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
並
び
に
第
二
十
八
条
の
七
」

に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
章
名
を
付
す
る
。 

第
二
章 

定
年
制
度 

第
三
条
中
「
六
十
年
」
を
「
六
十
五
年
」
に
改
め
る
。 

第
四
条
第
一
項
中
「
と
き
は
、
そ
の
」
を
「
と
き
は
、
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
」
に
、
「
そ
の
職
員
を
当
該
」
を
「
当
該
職
員
を
当
該
定
年

退
職
日
に
お
い
て
従
事
し
て
い
る
」
に
、
「
引
き
続
い
て
」
を
「
引
き
続
き
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

た
だ
し
、
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
異
動
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
同
条
第

一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
異
動
期
間
を
含
む
。
）
を
延
長
し
た
職
員
で
あ
つ
て
、
定
年
退
職
日
に
お
い
て
管
理
監
督
職
（
第
六
条
に

規
定
す
る
職
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
占
め
て
い
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
第
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当

該
異
動
期
間
を
延
長
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
引
き
続
き
勤
務
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
管
理
者
の
承
認
を
得
た
と
き
に
限
る
も
の
と
し
、
当
該
期
限
は
、
当

該
職
員
が
占
め
て
い
る
管
理
監
督
職
に
係
る
異
動
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

第
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
そ
の
」
を
「
当
該
」
に
改
め
、
「
退
職
に
よ
り
」
の
下
に
「
生
ず
る
欠
員
を
容
易
に
補
充
す
る
こ
と
が
で
き
ず
」
を
加
え
、

「
と
き
」
を
「
こ
と
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
そ
の
職
員
」
を
「
当
該
職
員
」
に
、
「
で
き
な
い
と
き
」
を
「
で
き
ず
公
務
の
運
営
に
著
し
い
支
障
が

生
ず
る
こ
と
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
そ
の
」
を
「
当
該
」
に
、
「
と
き
」
を
「
こ
と
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
の
事
由
」
を
「
前
項
各
号

に
掲
げ
る
事
由
」
に
、
「
存
す
る
と
」
を
「
あ
る
と
」
に
改
め
、
「
得
て
、
」
の
下
に
「
こ
れ
ら
の
期
限
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
」
を
加
え
、
同
項
た
だ
し

書
中
「
そ
の
」
を
「
当
該
」
に
改
め
、
「
定
年
退
職
日
」
の
下
に
「
（
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
当
該
職
員
が
占
め
て
い
る
管
理
監

督
職
に
係
る
異
動
期
間
の
末
日
）
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
任
命
権
者
は
」
の
下
に
「
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
勤
務
す
る
こ
と
と
さ
れ
た

職
員
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
期
限
が
延
長
さ
れ
た
職
員
に
つ
い
て
」
を
加
え
、
「
第
一
項
の
事
由
が
存
し
な
く
」
を
「
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が

 

 

な
く
」
に
、
「
そ
の
期
限
を
繰
り
上
げ
て
退
職
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
を
「
当
該
期
限
を
繰
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
る
。 

本
則
に
次
の
三
章
を
加
え
る
。 

第
三
章 

管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
制 

（
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
制
の
対
象
と
な
る
管
理
監
督
職
） 

第
六
条 

法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
職
は
、
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
特
別
区
競
馬
組
合
条
例

第
四
号
）
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
が
占
め
る
職
と
す
る
。 

（
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
） 

第
七
条 

法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
は
、
年
齢
六
十
年
と
す
る
。 

（
他
の
職
へ
の
降
任
等
を
行
う
に
当
た
つ
て
遵
守
す
べ
き
基
準
） 

第
八
条 

任
命
権
者
は
、
法
第
二
十
八
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
他
の
職
へ
の
降
任
等
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
他
の
職
へ
の
降
任
等
」
と
い
う
。
）

を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
法
第
十
三
条
、
第
十
五
条
、
第
二
十
三
条
の
三
、
第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
五
十
六
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ

る
基
準
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

当
該
職
員
の
人
事
評
価
の
結
果
又
は
勤
務
の
状
況
及
び
職
務
経
験
等
に
基
づ
き
、
降
任
又
は
転
任
（
降
給
を
伴
う
転
任
に
限
る
。
）
（
以
下
こ
の
条

及
び
第
十
二
条
に
お
い
て
「
降
任
等
」
と
い
う
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
職
の
属
す
る
職
制
上
の
段
階
の
標
準
的
な
職
に
係
る
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項

第
五
号
に
掲
げ
る
標
準
職
務
遂
行
能
力
（
次
条
第
三
項
に
お
い
て
「
標
準
職
務
遂
行
能
力
」
と
い
う
。
）
及
び
当
該
降
任
等
を
し
よ
う
と
す
る
職
に
つ

い
て
の
適
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
職
に
、
降
任
等
を
す
る
こ
と
。 

二 

人
事
の
計
画
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
た
上
で
、
管
理
監
督
職
以
外
の
職
又
は
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
が
当
該
職
員
の
年
齢
を
超
え
る
管
理
監

督
職
の
う
ち
、
で
き
る
限
り
上
位
の
職
制
上
の
段
階
に
属
す
る
職
に
、
降
任
等
を
す
る
こ
と
。 
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三 

当
該
職
員
の
他
の
職
へ
の
降
任
等
を
す
る
際
に
、
当
該
職
員
が
占
め
て
い
た
管
理
監
督
職
が
属
す
る
職
制
上
の
段
階
よ
り
上
位
の
職
制
上
の
段
階
に

属
す
る
管
理
監
督
職
を
占
め
る
職
員
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
上
位
職
職
員
」
と
い
う
。
）
の
他
の
職
へ
の
降
任
等
も
す
る
場
合
に
は
、
第
一
号
に

掲
げ
る
基
準
に
従
つ
た
上
で
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、
上
位
職
職
員
の
降
任
等
を
し
た
職
が

属
す
る
職
制
上
の
段
階
と
同
じ
職
制
上
の
段
階
又
は
当
該
職
制
上
の
段
階
よ
り
下
位
の
職
制
上
の
段
階
に
属
す
る
職
に
、
降
任
等
を
す
る
こ
と
。 

（
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
に
よ
る
降
任
等
及
び
管
理
監
督
職
へ
の
任
用
の
制
限
の
特
例
） 

第
九
条 

任
命
権
者
は
、
他
の
職
へ
の
降
任
等
を
す
べ
き
管
理
監
督
職
を
占
め
る
職
員
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、

当
該
職
員
が
占
め
る
管
理
監
督
職
に
係
る
異
動
期
間
（
当
該
管
理
監
督
職
に
係
る
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
に
達
し
た
日
の
翌
日
か
ら
同
日
以
後
に
お

け
る
最
初
の
四
月
一
日
ま
で
の
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
末
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
期
間
内
（
当
該
期
間
内

に
定
年
退
職
日
が
あ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
当
該
異
動
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
定
年
退
職
日
ま
で
の
期
間
内
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
当
該
異

動
期
間
を
延
長
し
、
引
き
続
き
当
該
管
理
監
督
職
を
占
め
る
職
員
に
、
当
該
管
理
監
督
職
を
占
め
た
ま
ま
勤
務
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

当
該
職
務
が
高
度
の
知
識
、
技
能
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
当
該
職
員
の
他
の
職
へ
の
降
任
等
に
よ
り
生
ず
る
欠
員
を
容
易
に

補
充
す
る
こ
と
が
で
き
ず
公
務
の
運
営
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
こ
と
。 

二 

当
該
職
務
に
係
る
勤
務
環
境
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
特
殊
性
が
あ
る
た
め
、
当
該
職
員
の
他
の
職
へ
の
降
任
等
に
よ
る
欠
員
を
容
易
に
補
充
す
る
こ

と
が
で
き
ず
公
務
の
運
営
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
こ
と
。 

三 

当
該
職
務
を
担
当
す
る
者
の
交
替
が
当
該
業
務
の
遂
行
上
重
大
な
障
害
と
な
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
た
め
、
当
該
職
員
の
他
の
職
へ
の
降
任
等
に
よ

り
公
務
の
運
営
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
こ
と
。 

２ 

任
命
権
者
は
、
前
項
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
）
が
延
長
さ
れ
た
管
理
監
督
職
を

占
め
る
職
員
に
つ
い
て
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
引
き
続
き
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
管
理
者
の
承
認
を
得
て
、
延
長
さ
れ
た
当
該
異
動
期
間
の
末

 

 

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
期
間
内
（
当
該
期
間
内
に
定
年
退
職
日
が
あ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
延
長
さ
れ
た
当
該
異
動
期
間
の
末
日
の

翌
日
か
ら
定
年
退
職
日
ま
で
の
期
間
内
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
延
長
さ
れ
た
当
該
異
動
期
間
を
更
に
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
更

に
延
長
さ
れ
る
当
該
異
動
期
間
の
末
日
は
、
当
該
職
員
が
占
め
る
管
理
監
督
職
に
係
る
異
動
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
る
こ
と
が

で
き
な
い
。 

３ 

任
命
権
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
を
除
き
、
他
の
職
へ
の
降
任
等
を
す
べ
き
特
定
管
理
監
督
職
群

（
職
務
の
内
容
が
相
互
に
類
似
す
る
複
数
の
管
理
監
督
職
で
あ
つ
て
、
こ
れ
ら
の
欠
員
を
容
易
に
補
充
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
年
齢
別
構
成
そ
の
他
の
特

別
の
事
情
が
あ
る
管
理
監
督
職
と
し
て
組
合
規
則
で
定
め
る
管
理
監
督
職
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
属
す
る
管
理
監

督
職
を
占
め
る
職
員
に
つ
い
て
、
当
該
特
定
管
理
監
督
職
群
に
属
す
る
管
理
監
督
職
の
属
す
る
職
制
上
の
段
階
の
標
準
的
な
職
に
係
る
標
準
職
務
遂
行
能

力
及
び
当
該
管
理
監
督
職
に
つ
い
て
の
適
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
職
員
（
当
該
管
理
監
督
職
に
係
る
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
に
達
し
た
職
員
を

除
く
。
）
の
数
が
当
該
管
理
監
督
職
の
数
に
満
た
な
い
等
の
事
情
が
あ
る
た
め
、
当
該
職
員
の
他
の
職
へ
の
降
任
等
に
よ
り
当
該
管
理
監
督
職
に
生
ず
る

欠
員
を
容
易
に
補
充
す
る
こ
と
が
で
き
ず
業
務
の
遂
行
に
重
大
な
障
害
が
生
ず
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
職
員
が
占
め
る
管
理
監
督
職
に
係
る
異
動
期

間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
期
間
内
で
当
該
異
動
期
間
を
延
長
し
、
引
き
続
き
当
該
管
理
監
督
職
を
占
め
て
い
る
職
員
に
当
該
管

理
監
督
職
を
占
め
た
ま
ま
勤
務
を
さ
せ
、
又
は
当
該
職
員
を
当
該
管
理
監
督
職
が
属
す
る
特
定
管
理
監
督
職
群
の
他
の
管
理
監
督
職
に
降
任
さ
せ
、
若
し

く
は
転
任
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

任
命
権
者
は
、
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
）
が
延
長
さ
れ
た
管
理
監

督
職
を
占
め
る
職
員
に
つ
い
て
前
項
に
規
定
す
る
事
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
（
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
当
該
異
動
期
間
を
更
に
延
長
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
き
を
除
く
。
）
、
又
は
前
項
若
し
く
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
（
前
三
項
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
を

含
む
。
）
が
延
長
さ
れ
た
管
理
監
督
職
を
占
め
る
職
員
に
つ
い
て
前
項
に
規
定
す
る
事
由
が
引
き
続
き
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
管
理
者
の
承
認
を
得
て
、

－
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延
長
さ
れ
た
当
該
異
動
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
期
間
内
で
延
長
さ
れ
た
当
該
異
動
期
間
を
更
に
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
異
動
期
間
が
延
長
さ
れ
た
管
理
監
督
職
に
組
織
の
変
更
等
が
あ
つ
た
場
合
） 

第
十
条 

前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
が
延
長
さ
れ
た
管
理
監
督
職
を
占
め
る
職
員
が
、
組
織
の
変
更
等
に
よ
り
当
該
管
理
監
督
職

の
業
務
と
同
一
の
業
務
を
行
う
こ
と
を
そ
の
職
務
の
主
た
る
内
容
と
す
る
他
の
管
理
監
督
職
を
占
め
る
職
員
と
な
る
場
合
は
、
当
該
他
の
管
理
監
督
職
を

占
め
る
職
員
は
、
当
該
異
動
期
間
が
延
長
さ
れ
た
管
理
監
督
職
を
引
き
続
き
占
め
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。 

（
第
九
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
任
用
） 

第
十
一
条 

第
九
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
管
理
監
督
職
群
に
属
す
る
管
理
監
督
職
を
占
め
る
職
員
の
う
ち
い
ず
れ
を
そ
の
異
動
期
間
を

延
長
し
、
引
き
続
き
当
該
管
理
監
督
職
を
占
め
た
ま
ま
勤
務
を
さ
せ
、
又
は
当
該
管
理
監
督
職
が
属
す
る
特
定
管
理
監
督
職
群
の
他
の
管
理
監
督
職
に
降

任
さ
せ
、
若
し
く
は
転
任
さ
せ
る
か
は
、
任
命
権
者
が
、
人
事
評
価
の
結
果
、
人
事
の
計
画
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
た
上
で
、
最
も
適
任
と
認
め
ら
れ

る
職
員
を
、
公
正
に
判
断
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
異
動
期
間
の
延
長
等
に
係
る
職
員
の
同
意
） 

第
十
二
条 

任
命
権
者
は
、
第
九
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
を
延
長
す
る
場
合
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
他
の
管
理
監

督
職
に
降
任
等
を
さ
せ
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
職
員
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
異
動
期
間
の
延
長
事
由
が
消
滅
し
た
場
合
の
措
置
） 

第
十
三
条 

任
命
権
者
は
、
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
を
延
長
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
異
動
期
間
の
末
日
の
到
来
前
に
当
該
異
動
期
間
の
延
長

の
事
由
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
そ
の
職
員
を
他
の
職
へ
の
降
任
等
を
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。 

第
四
章 

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
制 

第
十
四
条 

任
命
権
者
は
、
年
齢
六
十
年
に
達
し
た
日
以
後
に
退
職
（
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
る
職
員
そ
の
他
の
法
律
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
任
用
さ
れ
る
職

 

 

員
及
び
非
常
勤
職
員
が
退
職
す
る
場
合
を
除
く
。
）
を
し
た
者
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
年
齢
六
十
年
以
上
退
職
者
」
と
い
う
。
）
を
、
従
前
の
勤
務

実
績
そ
の
他
の
組
合
規
則
で
定
め
る
情
報
に
基
づ
く
選
考
に
よ
り
、
短
時
間
勤
務
の
職
（
当
該
職
を
占
め
る
職
員
の
一
週
間
当
た
り
の
通
常
の
勤
務
時
間

が
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
で
そ
の
職
務
が
当
該
短
時
間
勤
務
の
職
と
同
種
の
職
を
占
め
る
職
員
の
一
週
間
当
た
り
の
通
常
の
勤
務
時
間
に
比
し
短
い
時

間
で
あ
る
職
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
年
齢
六
十
年
以
上
退
職
者
が
そ
の
者
を
採
用
し
よ
う

と
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
に
係
る
定
年
退
職
日
相
当
日
（
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
が
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
で
そ
の
職
務
が
当
該
短
時
間
勤

務
の
職
と
同
種
の
職
を
占
め
て
い
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
定
年
退
職
日
を
い
う
。
）
を
経
過
し
た
者
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
定
年
前
再
任
用
」
と
い
う
。
）
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
法
第
十
三
条
に
定
め
る
平
等
取
扱
い

の
原
則
及
び
法
第
十
五
条
に
定
め
る
任
用
の
根
本
基
準
の
規
定
に
違
反
し
て
は
な
ら
な
い
。 

３ 

年
齢
六
十
年
以
上
退
職
者
が
法
第
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
団
体
の
構
成
員
で
あ
つ
た
こ
と
そ
の
他
法
第
五
十
六
条
に
規
定
す
る
事
由
を
理

由
と
し
て
定
年
前
再
任
用
に
関
し
不
利
益
な
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

４ 

任
命
権
者
は
、
定
年
前
再
任
用
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
定
年
前
再
任
用
を
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
明
示

し
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
者
の
定
年
前
再
任
用
ま
で
の
間
に
、
明
示
し
た
事
項
の
内
容
を
変
更
す
る
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。 

一 

定
年
前
再
任
用
を
行
う
職
に
係
る
職
務
内
容 

二 

定
年
前
再
任
用
を
行
う
日 

三 

定
年
前
再
任
用
に
係
る
勤
務
地 

四 

定
年
前
再
任
用
を
さ
れ
た
場
合
の
給
与 

五 

定
年
前
再
任
用
を
さ
れ
た
場
合
の
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間 

六 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
任
命
権
者
が
必
要
と
認
め
る
事
項 

－
 
4
0
 
－



 

 

第
十
五
条 

任
命
権
者
は
、
前
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
特
別
区
等
（
特
別
区
、
特
別
区
人
事
・
厚
生
事
務
組
合
及
び
東
京
二
十
三
区
清
掃
一

部
事
務
組
合
を
い
う
。
）
の
年
齢
六
十
年
以
上
退
職
者
を
、
従
前
の
勤
務
実
績
そ
の
他
の
組
合
規
則
で
定
め
る
情
報
に
基
づ
く
選
考
に
よ
り
、
短
時
間
勤

務
の
職
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
条
（
第
一
項
本
文
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

第
五
章 

雑
則 

第
十
六
条 

こ
の
条
例
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
組
合
規
則
で
定
め
る
。 

付
則
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

（
定
年
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

４ 

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
六
十
五
年
」
と
あ
る
の

は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 
 

六
十
一
年 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 
 

六
十
二
年 

 
 

令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 
六
十
三
年 

 
 

令
和
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

六
十
四
年 

（
情
報
の
提
供
及
び
勤
務
の
意
思
の
確
認
） 

５ 

任
命
権
者
は
、
当
分
の
間
、
職
員
（
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
る
職
員
そ
の
他
の
法
律
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
任
用
さ
れ
る
職
員
及
び
非
常
勤
職
員
を
除
く
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
年
齢
六
十
年
に
達
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
情
報
の
提
供
及
び
勤
務
の
意
思
の

確
認
を
行
う
べ
き
年
度
」
と
い
う
。
）
（
情
報
の
提
供
及
び
勤
務
の
意
思
の
確
認
を
行
う
べ
き
年
度
に
職
員
で
な
か
つ
た
者
で
、
当
該
情
報
の
提
供
及
び

 

 

勤
務
の
意
思
の
確
認
を
行
う
べ
き
年
度
の
末
日
後
に
採
用
さ
れ
た
職
員
（
異
動
等
に
よ
り
情
報
の
提
供
及
び
勤
務
の
意
思
の
確
認
を
行
う
べ
き
年
度
の
末

日
を
経
過
す
る
こ
と
と
な
つ
た
職
員
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
末
日
経
過
職
員
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
当
該
職
員
が
採
用
さ
れ
た
日

か
ら
同
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
ま
で
の
期
間
、
末
日
経
過
職
員
に
あ
つ
て
は
当
該
職
員
の
異
動
等
の
日
か
ら
同
日
の
属
す
る
年
度
（
当
該
日
が
年
度
の

初
日
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
年
度
の
前
年
度
）
の
末
日
ま
で
の
期
間
）
に
お
い
て
、
当
該
職
員
に
対
し
、
当
該
職
員
が
年
齢
六
十
年
に
達
す
る
日
以
後
に

適
用
さ
れ
る
任
用
及
び
給
与
に
関
す
る
措
置
の
内
容
そ
の
他
の
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
同
日
の
翌
日
以
後
に
お
け
る
勤
務
の

意
思
を
確
認
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
三
条
及
び
第
十
三
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
再
任
用
に
関
す
る
条
例
の
廃
止
） 

第
二
条 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
再
任
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
特
別
区
競
馬
組
合
条
例
第
二
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

 

（
準
備
行
為
） 

第
三
条 

第
十
四
条
第
四
項
及
び
附
則
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
の
手
続
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
勤
務
延
長
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
四
条 

任
命
権
者
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
定
年
等
に

関
す
る
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
す
る
こ
と
と
さ
れ
、
か
つ
、
旧
条
例
勤
務
延
長
期
限

（
同
条
第
一
項
の
期
限
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
施
行
日
以
後
に
到
来
す
る
職

員
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
条
例
勤
務
延
長
職
員
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
旧
条
例
勤
務
延
長
期
限
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期

－
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限
が
到
来
す
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四

条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
管
理
者
の
承
認
を
得
て
、
こ
れ
ら
の
期
限
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内

で
当
該
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
期
限
は
、
当
該
旧
条
例
勤
務
延
長
職
員
に
係
る
旧
条
例
第
二
条
に
規
定
す
る
定
年
退
職
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

２ 

任
命
権
者
は
、
基
準
日
（
施
行
日
、
令
和
七
年
四
月
一
日
、
令
和
九
年
四
月
一
日
、
令
和
十
一
年
四
月
一
日
及
び
令
和
十
三
年
四
月
一
日
を
い
う
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
基
準
日
の
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
基
準
日
に
お
け
る
新
条
例
定
年
（
新
条
例
第
三
条
に
規
定
す
る
定
年

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
基
準
日
の
前
日
に
お
け
る
新
条
例
定
年
（
基
準
日
が
施
行
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
施
行
日
の
前
日
に
お
け
る
旧
条
例
定
年

（
旧
条
例
第
三
条
に
規
定
す
る
定
年
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
）
を
超
え
る
職
（
基
準
日
に
お
け
る
新
条
例
定
年
が
新
条
例
第
三
条
に
規
定
す
る
定
年
で

あ
る
職
に
限
る
。
）
及
び
こ
れ
に
相
当
す
る
基
準
日
以
後
に
設
置
さ
れ
た
職
そ
の
他
の
特
別
区
競
馬
組
合
規
則
（
以
下
「
組
合
規
則
」
と
い
う
。
）
で
定

め
る
職
に
、
基
準
日
か
ら
基
準
日
の
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
新
条
例
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
、
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
。
以
下
「
令
和
三
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
第
五
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
て
い

る
職
員
の
う
ち
、
基
準
日
の
前
日
に
お
い
て
同
日
に
お
け
る
当
該
職
に
係
る
新
条
例
定
年
（
基
準
日
が
施
行
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
施
行
日
の
前
日
に
お

け
る
旧
条
例
定
年
）
に
達
し
て
い
る
職
員
（
当
該
組
合
規
則
で
定
め
る
職
に
あ
っ
て
は
、
組
合
規
則
で
定
め
る
職
員
）
を
、
昇
任
さ
せ
、
降
任
さ
せ
、
又

は
転
任
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

３ 

新
条
例
第
四
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

（
定
年
退
職
者
等
の
再
任
用
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
五
条 

任
命
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
年
齢
六
十
五
年
に
達
す
る
日
以
後
に
お
け
る
最
初
の
三
月
三
十
一
日
（
以
下
こ
の
条
か
ら
附
則
第
八
条

ま
で
に
お
い
て
「
特
定
年
齢
到
達
年
度
の
末
日
」
と
い
う
。
）
ま
で
の
間
に
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
者
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
常
時
勤
務
を
要
す
る
職

 

 

に
係
る
旧
条
例
定
年
（
施
行
日
以
後
に
新
た
に
設
置
さ
れ
た
職
及
び
施
行
日
以
後
に
組
織
の
変
更
等
に
よ
り
名
称
が
変
更
さ
れ
た
職
に
あ
っ
て
は
、
当
該

職
が
施
行
日
の
前
日
に
設
置
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
旧
条
例
定
年
に
準
じ
た
当
該
職
に
係
る
年
齢
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
達
し
て
い
る
も
の
を
、
従
前
の
勤
務
実
績
そ
の
他
の
組
合
規
則
で
定
め
る
情
報
に
基
づ
く
選
考
に
よ
り
、
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
任
期
を
定
め
、

当
該
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

施
行
日
前
に
旧
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
者 

 

二 

旧
条
例
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
三
条
第
五
項
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
た
後
退
職
し
た
者 

 

三 

二
十
年
以
上
勤
続
し
て
施
行
日
前
に
退
職
し
た
者
（
前
二
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
退
職
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を 

 
 

 
 

経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
あ
る
も
の 

 

四 

二
十
年
以
上
勤
続
し
て
施
行
日
前
に
退
職
し
た
者
（
前
三
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
退
職
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を 

 
 

経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
旧
地
方
公
務
員
法
再
任
用
（
令
和
三
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一 

 
 

号
）
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
す
る
こ
と
を
い 

 
 

う
。
）
又
は
暫
定
再
任
用
（
こ
の
項
若
し
く
は
次
項
、
次
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
附
則
第
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
八
条
第
一
項 

 
 

若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
す
る
こ
と
を
い
う
。
次
項
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
も
の 

２ 

令
和
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
任
命
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
特
定
年
齢
到
達
年
度
の
末
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
当

該
者
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
に
係
る
新
条
例
定
年
に
達
し
て
い
る
も
の
を
、
従
前
の
勤
務
実
績
そ
の
他
の
組
合
規
則
で
定
め
る
情

報
に
基
づ
く
選
考
に
よ
り
、
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
任
期
を
定
め
、
当
該
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

施
行
日
以
後
に
新
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
者 

 

二 

施
行
日
以
後
に
新
条
例
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
た
後
退
職
し
た
者 

－
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三 

施
行
日
以
後
に
新
条
例
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
者
の
う
ち
、
令
和
三
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公
務
員
法
（
以
下 

 

 
 

「
新
地
方
公
務
員
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
任
期
が
満
了
し
た
こ
と
に
よ
り
退
職
し
た
者 

 

四 

施
行
日
以
後
に
新
条
例
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
者
の
う
ち
、
新
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す 

 
 

る
新
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
任
期
が
満
了
し
た
こ
と
に
よ
り
退
職
し
た
者 

 

五 

二
十
年
以
上
勤
続
し
て
施
行
日
以
後
に
退
職
し
た
者
（
前
各
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
退
職
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
五
年 

 
 

を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
あ
る
も
の 

 

六 

二
十
年
以
上
勤
続
し
て
施
行
日
以
後
に
退
職
し
た
者
（
前
各
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
退
職
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
五
年 

 
 

を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
暫
定
再
任
用
を
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
も
の 

３ 

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
暫
定
再
任
用
」
と
い
う
。
）
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
地
方
公
務
員
法
（
以
下
こ
の
項
及
び

次
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
） 

第
十
三
条
に
定
め
る
平
等
取
扱
い
の
原
則
及
び
法
第
十
五
条
に
定
め
る
任
用
の
根
本
基
準
の
規
定
に
違
反
し
て
は

な
ら
な
い
。 

４ 

定
年
退
職
者
等
（
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。
）
が
法
第
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
団
体
の
構
成
員
で
あ
っ
た
こ

と
そ
の
他
法
第
五
十
六
条
に
規
定
す
る
事
由
を
理
由
と
し
て
暫
定
再
任
用
に
関
し
不
利
益
な
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

５ 

任
命
権
者
は
、
暫
定
再
任
用
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
暫
定
再
任
用
を
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
明
示
す

る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

暫
定
再
任
用
を
行
う
職
に
係
る
職
務
内
容 

 

二 

暫
定
再
任
用
を
行
う
日
及
び
任
期
の
末
日 

 

三 

暫
定
再
任
用
に
係
る
勤
務
地 

 

 

 

四 

暫
定
再
任
用
を
さ
れ
た
場
合
の
給
与 

 

五 

暫
定
再
任
用
を
さ
れ
た
場
合
の
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間 

 

六 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
任
命
権
者
が
必
要
と
認
め
る
事
項 

６ 

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
任
期
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
更
新
さ
れ
た
任
期
は
、
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

し
、
当
該
任
期
の
末
日
は
、
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
す
る
者
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
更
新
す
る
者
の
特
定
年
齢
到
達

年
度
の
末
日
以
前
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

暫
定
再
任
用
職
員
（
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
次
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
附
則
第
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
八
条
第
一
項
若
し

く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
前
項
の
規
定
に
よ
る
任
期
の
更
新
は
、
当
該
暫

定
再
任
用
職
員
の
当
該
更
新
直
前
の
任
期
に
お
け
る
勤
務
実
績
が
、
当
該
暫
定
再
任
用
職
員
の
能
力
評
価
及
び
業
績
評
価
の
全
体
評
語
そ
の
他
勤
務
の
状

況
を
示
す
事
実
に
基
づ
き
良
好
で
あ
る
場
合
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

８ 

任
命
権
者
は
、
暫
定
再
任
用
職
員
の
任
期
を
更
新
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
暫
定
再
任
用
職
員
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
六
条 

任
命
権
者
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
特
別
区
等
（
新
条
例
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
区
等
を
い
う
。
次
項
及
び
附
則
第

八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
特
定
年
齢
到
達
年
度
の
末
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
者
を

採
用
し
よ
う
と
す
る
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
に
係
る
旧
条
例
定
年
に
達
し
て
い
る
も
の
を
、
従
前
の
勤
務
実
績
そ
の
他
の
組
合
規
則
で
定
め
る
情
報
に
基

づ
く
選
考
に
よ
り
、
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
任
期
を
定
め
、
当
該
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

令
和
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
任
命
権
者
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
特
別
区
等
に
お
け
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、

特
定
年
齢
到
達
年
度
の
末
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
者
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
に
係
る
新
条
例
定
年
に
達
し
て
い

－
 
4
3
 
－



 

 

る
も
の
を
、
従
前
の
勤
務
実
績
そ
の
他
の
組
合
規
則
で
定
め
る
情
報
に
基
づ
く
選
考
に
よ
り
、
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
任
期
を
定
め
、
当
該
常
時
勤

務
を
要
す
る
職
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
条
第
三
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

第
七
条 

任
命
権
者
は
、
新
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
附
則
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
特
定
年

齢
到
達
年
度
の
末
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
者
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
（
新
条
例
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時

間
勤
務
の
職
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
旧
条
例
定
年
相
当
年
齢
（
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
が
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
で
そ
の
職
務
が

当
該
短
時
間
勤
務
の
職
と
同
種
の
職
を
占
め
て
い
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
旧
条
例
定
年
（
施
行
日
以
後
に
新
た
に
設
置
さ
れ
た
短
時
間
勤
務
の
職

及
び
施
行
日
以
後
に
組
織
の
変
更
等
に
よ
り
名
称
が
変
更
さ
れ
た
短
時
間
勤
務
の
職
に
あ
っ
て
は
、
当
該
職
が
施
行
日
の
前
日
に
設
置
さ
れ
て
い
た
も
の

と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
職
を
占
め
る
職
員
が
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
で
そ
の
職
務
が
当
該
職
と
同
種
の
職
を
占
め
て
い
る
も
の
と
し
た
と
き
に

お
け
る
旧
条
例
定
年
に
準
じ
た
当
該
職
に
係
る
年
齢
）
を
い
う
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
達
し
て
い
る
も
の
を
、
従
前
の
勤
務
実
績
そ
の
他

の
組
合
規
則
で
定
め
る
情
報
に
基
づ
く
選
考
に
よ
り
、
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
任
期
を
定
め
、
当
該
短
時
間
勤
務
の
職
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

令
和
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
任
命
権
者
は
、
新
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
附
則
第
五
条
第
二
項

各
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
特
定
年
齢
到
達
年
度
の
末
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
者
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
に
係
る
新

条
例
定
年
相
当
年
齢
（
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
が
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
で
そ
の
職
務
が
当
該
短
時
間
勤
務
の
職
と
同
種
の
職
を
占
め
て
い

る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
新
条
例
定
年
を
い
う
。
次
条
第
二
項
及
び
附
則
第
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
達
し
て
い
る
も
の
（
新
条
例
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
短
時
間
勤
務
の
職
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
除
く
。
）
を
、
従
前
の
勤
務
実
績
そ
の
他
の
組
合
規
則
で
定
め
る
情
報

に
基
づ
く
選
考
に
よ
り
、
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
任
期
を
定
め
、
当
該
短
時
間
勤
務
の
職
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
附
則
第
五
条
第
三
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

 

 

第
八
条 

任
命
権
者
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
新
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
地
方
公
務
員
法
第
二
十

二
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
区
等
に
お
け
る
附
則
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
特
定
年
齢
到
達
年
度
の
末
日
ま
で
の

間
に
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
者
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
に
係
る
旧
条
例
定
年
相
当
年
齢
に
達
し
て
い
る
も
の
を
、
従
前
の
勤
務
実
績

そ
の
他
の
組
合
規
則
で
定
め
る
情
報
に
基
づ
く
選
考
に
よ
り
、
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
任
期
を
定
め
、
当
該
短
時
間
勤
務
の
職
に
採
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

２ 

令
和
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
任
命
権
者
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
新
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
新
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
区
等
に
お
け
る
附
則
第
五
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、

特
定
年
齢
到
達
年
度
の
末
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
者
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
に
係
る
新
条
例
定
年
相
当
年
齢
に
達
し

て
い
る
も
の
（
新
条
例
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
短
時
間
勤
務
の
職
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
除
く
。
）
を
、
従
前
の
勤
務
実
績
そ

の
他
の
組
合
規
則
で
定
め
る
情
報
に
基
づ
く
選
考
に
よ
り
、
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
任
期
を
定
め
、
当
該
短
時
間
勤
務
の
職
に
採
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

３ 

前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
附
則
第
五
条
第
三
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

 

（
令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
八
条
第
三
項
の
条
例
で
定
め
る
職
及
び
年
齢
） 

第
九
条 

令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
八
条
第
三
項
の
条
例
で
定
め
る
職
は
、
次
に
掲
げ
る
職
と
す
る
。 

 

一 

施
行
日
以
後
に
新
た
に
設
置
さ
れ
た
職 

 

二 

施
行
日
以
後
に
組
織
の
変
更
等
に
よ
り
名
称
が
変
更
さ
れ
た
職 

２ 

令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
八
条
第
三
項
の
条
例
で
定
め
る
年
齢
は
、
前
項
に
規
定
す
る
職
が
施
行
日
の
前
日
に
設
置
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に

お
け
る
旧
条
例
定
年
に
準
じ
た
当
該
職
に
係
る
年
齢
と
す
る
。 

－
 
4
4
 
－



 

 

 
（
令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
新
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
四
項
の
条
例
で
定
め
る
職
及
び 

年
齢
） 

第
十
条 

令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
四
条
か
ら
第
七
条
ま
で
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
す
る
新
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
四
項
の
条
例
で
定
め
る
職
は
、
次
に
掲
げ
る
職
と
す
る
。 

 

一 

施
行
日
以
後
に
新
た
に
設
置
さ
れ
た
短
時
間
勤
務
の
職 

 

二 

施
行
日
以
後
に
組
織
の
変
更
等
に
よ
り
名
称
が
変
更
さ
れ
た
短
時
間
勤
務
の
職 

２ 

令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
四
条
か
ら
第
七
条
ま
で
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
す
る
新
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
四
項
の
条
例
で
定
め
る
年
齢
は
、
前
項
に
規
定
す
る
職
が
施
行
日
の
前
日
に
設
置
さ
れ
て
い
た

も
の
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
職
を
占
め
る
職
員
が
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
で
そ
の
職
務
が
同
項
に
規
定
す
る
職
と
同
種
の
職
を
占
め
て
い
る
も

の
と
し
た
と
き
に
お
け
る
旧
条
例
定
年
に
準
じ
た
同
項
に
規
定
す
る
職
に
係
る
年
齢
と
す
る
。 

 

（
令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
八
条
第
五
項
の
条
例
で
定
め
る
職
並
び
に
条
例
で
定
め
る
者
及
び
職
員
） 

第
十
一
条 

令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
八
条
第
五
項
の
条
例
で
定
め
る
職
は
、
次
に
掲
げ
る
職
の
う
ち
、
当
該
職
が
基
準
日
（
附
則
第
五
条
か
ら
第
八
条
ま

で
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
間
に
お
け
る
各
年
の
四
月
一
日
（
施
行
日
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
前
日
に
設
置
さ
れ
て
い

た
も
の
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
基
準
日
に
お
け
る
新
条
例
定
年
が
基
準
日
の
前
日
に
お
け
る
新
条
例
定
年
を
超
え
る
職
と
す
る
。 

 

一 

基
準
日
以
後
に
新
た
に
設
置
さ
れ
た
職
（
短
時
間
勤
務
の
職
を
含
む
。
） 

 

二 

基
準
日
以
後
に
組
織
の
変
更
等
に
よ
り
名
称
が
変
更
さ
れ
た
職
（
短
時
間
勤
務
の
職
を
含
む
。
） 

２ 

令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
八
条
第
五
項
の
条
例
で
定
め
る
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
職
が
基
準
日
の
前
日
に
設
置
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
お

い
て
、
同
日
に
お
け
る
当
該
職
に
係
る
新
条
例
定
年
に
達
し
て
い
る
者
と
す
る
。 

 

 

３ 

令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
八
条
第
五
項
の
条
例
で
定
め
る
職
員
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
職
が
基
準
日
の
前
日
に
設
置
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合

に
お
い
て
、
同
日
に
お
け
る
当
該
職
に
係
る
新
条
例
定
年
に
達
し
て
い
る
職
員
と
す
る
。 

 

（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
十
二
条 

任
命
権
者
は
、
基
準
日
（
令
和
七
年
四
月
一
日
、
令
和
九
年
四
月
一
日
、
令
和
十
一
年
四
月
一
日
及
び
令
和
十
三
年
四
月
一
日
を
い
う
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
基
準
日
の
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
基
準
日
に
お
け
る
新
条
例
定
年
相
当
年
齢
が
基
準
日
の
前
日
に
お
け
る

新
条
例
定
年
相
当
年
齢
を
超
え
る
短
時
間
勤
務
の
職
（
基
準
日
に
お
け
る
新
条
例
定
年
相
当
年
齢
が
新
条
例
第
三
条
に
規
定
す
る
定
年
で
あ
る
短
時
間
勤

務
の
職
に
限
る
。
）
及
び
こ
れ
に
相
当
す
る
基
準
日
以
後
に
設
置
さ
れ
た
短
時
間
勤
務
の
職
そ
の
他
の
組
合
規
則
で
定
め
る
短
時
間
勤
務
の
職
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
新
条
例
原
則
定
年
相
当
年
齢
引
上
げ
短
時
間
勤
務
職
」
と
い
う
。
）
に
、
基
準
日
の
前
日
ま
で
に
新
条
例
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す

る
年
齢
六
十
年
以
上
退
職
者
と
な
っ
た
者
（
基
準
日
前
か
ら
新
条
例
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
た
後
基
準
日
以
後
に
退
職
を
し

た
者
を
含
む
。
）
の
う
ち
基
準
日
の
前
日
に
お
い
て
同
日
に
お
け
る
当
該
新
条
例
原
則
定
年
相
当
年
齢
引
上
げ
短
時
間
勤
務
職
に
係
る
新
条
例
定
年
相
当

年
齢
に
達
し
て
い
る
者
（
当
該
組
合
規
則
で
定
め
る
短
時
間
勤
務
の
職
に
あ
っ
て
は
、
組
合
規
則
で
定
め
る
者
）
を
、
新
条
例
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第

十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
新
条
例
原
則
定
年
相
当
年
齢
引
上
げ
短
時
間
勤
務
職
に
、
新
条
例
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第

十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
基
準
日
の
前
日

に
お
い
て
同
日
に
お
け
る
当
該
新
条
例
原
則
定
年
相
当
年
齢
引
上
げ
短
時
間
勤
務
職
に
係
る
新
条
例
定
年
相
当
年
齢
に
達
し
て
い
る
定
年
前
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
（
当
該
組
合
規
則
で
定
め
る
短
時
間
勤
務
の
職
に
あ
っ
て
は
、
組
合
規
則
で
定
め
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
）
を
、
昇
任
さ
せ
、

降
任
さ
せ
、
又
は
転
任
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

（
令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
三
項
の
条
例
で
定
め
る
年
齢
） 

第
十
三
条 

令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
三
項
の
条
例
で
定
め
る
年
齢
は
、
年
齢
六
十
年
と
す
る
。 

－
 
4
5
 
－



 

 

（
提
案
理
由
） 

 

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
。 

 

 

 

議
案
第
十
九
号 

 
 

 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
懲
戒
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
二
月
十
九
日 

 
 

 
 

提
出
者 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
管
理
者 

 
 

武 

井 
 

雅 

昭 
 

 
 

 

 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
懲
戒
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
懲
戒
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
特
別
区
競
馬
組
合
条
例
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
中
「
給
料
」
を
「
そ
の
発
令
の
日
に
受
け
る
給
料
」
に
改
め
、
「
除
く
。
）
」
の
下
に
「
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
」
を
加
え
、
「
及
び
暫
定
手
当

の
合
計
額
」
を
削
り
、
同
条
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
減
ず
る
額
が
現
に
受
け
る
給
料
の
五
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
額
を
減
ず
る
も
の
と
す
る
。 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 
 

（
提
案
理
由
） 

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
。 

－
 
4
6
 
－



 

 

議
案
第
二
十
号 

 
 

 
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
二
月
十
九
日 

 
 

 
 

提
出
者 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
管
理
者 

 
 

武 

井 
 

雅 

昭 
 
 

 

 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

第
一
条 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
特
別
区
競
馬
組
合
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
十
四
条
の
四
第
二
項
中
「
百
分
の
百
二
・
五
」
を
「
百
分
の
百
十
二
・
五
」
に
、
「
百
分
の
百
二
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
百
三
十
二
・
五
」
に 

改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
百
分
の
百
二
・
五
」
を
「
百
分
の
百
十
二
・
五
」
に
、
「
百
分
の
五
十
」
を
「
百
分
の
五
十
五
」
に
、
「
百
分
の
百
二
十
二
・ 

五
」
を
「
百
分
の
百
三
十
二
・
五
」
に
、
「
百
分
の
六
十
」
を
「
百
分
の
六
十
五
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

      

 

別表第１（第５条関係）

職務の級 1  級 2  級 3  級 4  級 5  級 6  級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円

1 147,500 200,500 228,500 254,300 283,900 368,900

2 148,600 202,000 230,500 256,400 286,400 371,700

3 149,700 203,400 232,500 258,500 288,900 374,500

4 150,900 204,700 234,500 260,600 291,400 377,300

5 152,100 206,100 236,400 262,900 293,900 380,100

6 153,300 207,500 238,400 265,100 296,400 382,800

7 154,500 208,900 240,400 267,300 298,900 385,600

8 155,700 210,500 242,400 269,500 301,500 388,400

9 156,800 212,300 244,300 271,700 304,100 391,200

10 158,000 213,900 246,400 274,000 306,700 394,000

11 159,300 215,600 248,400 276,200 309,200 396,900

12 160,600 217,300 250,500 278,500 311,800 399,800

13 161,800 218,900 252,500 280,700 314,400 402,600

14 163,200 220,700 254,700 283,000 317,000 405,500

15 164,600 222,500 256,800 285,200 319,600 408,400

16 166,000 224,200 259,000 287,600 322,200 411,300

17 167,400 226,000 261,100 290,000 324,800 414,200

18 169,000 227,800 263,300 292,400 327,400 417,100

19 170,700 229,600 265,500 294,800 330,000 420,100

20 172,500 231,500 267,700 297,200 332,700 423,100

21 174,200 233,500 269,900 299,600 335,300 426,000

22 176,000 235,300 272,200 302,000 338,000 429,000

23 177,800 237,300 274,500 304,400 340,700 432,100

24 179,600 239,200 276,800 306,800 343,400 435,100

25 181,300 241,200 279,000 309,100 346,100 438,100

26 183,100 243,100 281,300 311,500 348,800 441,000

27 184,900 245,100 283,700 314,000 351,500 444,000

28 186,600 247,200 286,100 316,500 354,200 446,900

29 188,200 249,100 288,500 319,000 356,900 449,700

30 189,200 251,200 290,700 321,500 359,700 452,500

31 190,200 253,300 293,100 324,000 362,500 455,200

32 191,100 255,400 295,400 326,400 365,300 457,700

33 191,900 257,600 297,600 328,700 368,100 460,200

34 193,000 259,600 299,800 331,100 370,800 462,600

35 194,000 261,700 302,100 333,500 373,500 464,800

36 195,300 263,700 304,400 335,900 376,200 467,000

37 196,500 265,800 306,600 338,200 378,900 469,000

38 198,000 267,700 308,800 340,600 381,600 471,000

39 199,500 269,800 310,900 343,000 384,100 472,800

40 201,000 271,800 313,100 345,300 386,700 474,600

　行政職給料表（一）

職員の
区分

再
任
用
職
員
以
外
の
職
員

－
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41 202,600 273,800 315,200 347,500 389,300 476,200

42 204,300 275,600 317,400 349,800 391,900 477,800

43 206,100 277,600 319,400 352,100 394,300 479,200

44 207,900 279,600 321,500 354,300 396,800 480,700

45 209,800 281,500 323,500 356,500 399,200 482,000

46 211,500 283,300 325,600 358,700 401,600 483,400

47 213,300 285,200 327,600 360,900 403,800 484,600

48 215,100 287,100 329,700 363,000 406,000 485,900

49 216,900 288,900 331,700 365,000 408,100 487,000

50 218,600 290,700 333,700 367,100 410,100 488,200

51 220,400 292,500 335,600 369,100 411,900 489,200

52 222,100 294,300 337,600 371,100 413,700 490,300

53 223,900 295,900 339,600 373,100 415,400 491,300

54 225,600 297,700 341,600 375,000 416,900 492,300

55 227,400 299,500 343,500 376,900 418,400 493,200

56 229,200 301,100 345,300 378,700 419,800 494,100

57 230,900 302,800 347,200 380,500 421,000 494,900

58 232,600 304,500 349,100 382,300 422,200 495,700

59 234,300 306,100 350,800 384,000 423,300 496,500

60 236,000 307,800 352,600 385,700 424,200 497,200

61 237,800 309,400 354,400 387,200 425,200 497,900

62 239,400 310,900 356,100 388,800 426,100 498,600

63 241,100 312,500 357,800 390,300 426,900 499,300

64 242,900 314,100 359,500 391,700 427,700 499,900

65 244,600 315,600 361,100 393,000 428,500 500,500

66 246,400 317,100 362,800 394,100 429,200 501,100

67 248,100 318,600 364,400 395,200 430,000 501,600

68 249,800 320,000 365,900 396,200 430,700 502,100

69 251,400 321,500 367,400 397,200 431,300 502,600

70 253,000 322,900 368,900 398,000 432,000 503,100

71 254,700 324,300 370,300 398,900 432,600 503,600

72 256,400 325,600 371,600 399,700 433,200 504,100

73 258,000 326,900 372,900 400,500 433,700 504,600

74 259,700 328,100 374,100 401,200 434,300 505,100

75 261,400 329,300 375,200 402,000 434,800 505,600

76 263,000 330,400 376,100 402,700 435,400 506,100

77 264,600 331,500 377,100 403,400 436,000 506,600

78 266,100 332,600 378,000 404,000 436,600 507,100

79 267,700 333,600 378,900 404,700 437,200 507,600

80 269,300 334,600 379,600 405,300 437,700 508,100

81 270,900 335,400 380,400 405,900 438,200 508,600

82 272,500 336,300 381,200 406,400 438,700 509,100

83 274,100 337,100 381,900 407,000 439,200 509,600

84 275,600 337,900 382,500 407,500 439,700 510,100

85 277,100 338,500 383,200 408,000 440,200 510,600

86 278,500 339,200 383,800 408,400 440,700 511,100

87 280,000 339,800 384,400 408,900 441,200 511,600

88 281,400 340,400 384,900 409,400 441,700 512,100

89 282,800 341,000 385,400 409,800 442,200 512,600

90 284,200 341,600 385,900 410,300 442,700

91 285,600 342,200 386,400 410,800 443,200

92 286,800 342,700 386,900 411,200 443,700

93 288,100 343,200 387,400 411,700 444,100

94 289,400 343,700 387,900 412,200 444,600

95 290,700 344,200 388,400 412,700 445,100

96 291,800 344,700 388,900 413,100 445,600

97 293,000 345,200 389,400 413,500 446,100

98 294,200 345,700 389,900 413,900 446,600

99 295,400 346,200 390,400 414,300 447,100

100 296,600 346,700 390,900 414,700 447,600

101 297,600 347,200 391,400 415,100 448,100

102 298,700 347,600 391,900 415,500 448,600

103 299,800 348,100 392,400 415,900 449,100

104 300,800 348,600 392,800 416,300 449,600

105 301,700 349,100 393,200 416,700 450,100

106 302,700 349,500 393,600 417,100 450,600

107 303,600 349,900 394,000 417,500 451,100

108 304,500 350,300 394,400 417,900 451,600

109 305,400 350,700 394,800 418,300 452,100

110 306,200 351,100 395,200 418,700

111 307,000 351,500 395,600 419,100

112 307,800 351,900 396,000 419,500

113 308,400 352,300 396,400 419,900

114 309,100 352,700 396,800 420,300

115 309,700 353,100 397,200 420,700

116 310,300 353,500 397,600 421,100

117 310,800 353,900 398,000 421,500

118 311,300 354,300 398,400 421,900

119 311,700 354,700 398,800 422,300

120 312,100 355,100 399,200 422,700

121 312,400 355,500 399,600 423,100

122 312,800 400,000 423,500

123 313,200 400,400 423,900

124 313,600 400,800 424,300

125 314,000 401,200 424,700

126 314,300 401,600 425,100

127 314,700 402,000 425,500

128 315,100 402,400 425,900

－
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129 315,500 402,800 426,300

130 315,900 403,200

131 316,300 403,600

132 316,700 404,000

133 317,000 404,400

134 317,400

135 317,700

136 318,000

137 318,300

138 318,600

139 318,900

140 319,200

141 319,500

142 319,800

143 320,100

144 320,400

145 320,700

146 321,000

147 321,300

148 321,600

149 321,900

再任用
職員

197,300 231,800 269,600 287,400 311,600 378,600

備考　この表は、他の給料表の適用を受けていないすべての職員に適用する。ただし、第21条に規定

  　 する職員を除く。　　

別表第２（第５条関係）

　行政職給料表（二）

職務の級 １　級 ２　級 ３　級 ４　級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円

1 132,900 205,000 225,100 229,800

2 133,600 206,600 227,000 231,700

3 134,300 208,300 228,900 233,600

4 135,000 210,000 230,800 235,500

5 135,700 211,800 232,900 237,500

6 136,400 213,400 234,600 239,500

7 137,100 215,200 236,600 241,400

8 137,800 217,000 238,600 243,400

9 138,500 218,800 240,700 245,300

10 139,200 220,600 242,500 247,300

11 139,900 222,400 244,500 249,300

12 140,600 224,200 246,600 251,400

13 141,300 226,200 248,600 253,500

14 142,300 227,900 250,600 255,600

15 143,300 229,800 252,700 257,700

16 144,300 231,500 254,600 259,800

17 145,300 233,400 256,300 261,900

18 146,400 235,000 258,400 263,900

19 147,500 236,900 260,400 266,000

20 148,600 238,600 262,400 268,100

21 149,800 240,400 264,200 270,200

22 151,000 242,000 266,200 272,300

23 152,200 243,700 268,000 274,400

24 153,400 245,500 269,900 276,600

25 154,400 247,200 271,700 278,800

26 155,600 248,700 273,600 281,000

27 156,900 250,400 275,300 283,200

28 158,200 252,100 277,100 285,300

29 159,400 253,500 278,900 287,300

30 160,800 255,200 280,700 289,400

31 162,100 256,800 282,400 291,500

32 163,500 258,400 284,200 293,600

33 164,600 259,800 285,900 295,600

34 166,300 261,500 287,600 297,700

35 167,900 263,000 289,300 299,800

36 169,400 264,400 291,000 301,800

37 170,900 265,900 292,700 303,700

38 171,800 267,400 294,500 305,700

39 172,700 268,800 296,100 307,700

40 173,500 270,200 297,600 309,700

職員の
区分

再
任
用
職
員
以
外
の
職
員

－
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41 174,200 271,700 299,300 311,600

42 175,200 273,000 300,900 313,500

43 176,200 274,500 302,400 315,400

44 177,300 275,700 303,900 317,300

45 178,400 277,100 305,500 319,000

46 179,800 278,400 307,000 320,800

47 181,100 279,700 308,400 322,600

48 182,500 281,000 309,900 324,300

49 184,000 282,300 311,300 326,100

50 185,500 283,500 312,700 327,800

51 187,100 284,700 314,100 329,400

52 188,800 285,900 315,400 331,000

53 190,500 287,000 316,700 332,600

54 192,000 288,100 318,000 334,100

55 193,700 289,100 319,200 335,600

56 195,300 290,100 320,300 337,100

57 196,900 291,100 321,400 338,400

58 198,500 292,000 322,500 339,800

59 200,100 292,900 323,400 341,100

60 201,700 293,800 324,200 342,300

61 203,300 294,500 325,100 343,500

62 204,800 295,300 325,800 344,400

63 206,500 296,000 326,600 345,400

64 208,100 296,700 327,200 346,300

65 209,700 297,200 327,900 347,200

66 211,200 297,800 328,600 347,900

67 212,700 298,300 329,200 348,600

68 214,300 298,900 329,700 349,300

69 215,900 299,400 330,300 350,000

70 217,400 299,900 330,800 350,600

71 218,900 300,500 331,400 351,300

72 220,600 300,900 331,800 352,000

73 222,100 301,300 332,200 352,600

74 223,700 301,800 332,600 353,100

75 225,300 302,200 333,100 353,700

76 226,800 302,600 333,500 354,200

77 228,300 303,100 333,900 354,800

78 229,700 303,500 334,400 355,200

79 231,300 304,000 334,800 355,700

80 232,800 304,400 335,200 356,200

81 234,300 304,800 335,700 356,600

82 235,800 305,200 336,100 356,900

83 237,400 305,600 336,500 357,400

84 238,800 306,100 337,000 357,800

85 240,300 306,500 337,400 358,200

86 241,600 306,900 337,800 358,600

87 243,100 307,200 338,200 359,000

88 244,700 307,600 338,600 359,400

89 246,200 307,900 338,900 359,800

90 247,400 308,300 339,300 360,300

91 248,900 308,600 339,600 360,700

92 250,200 309,000 340,000 361,000

93 251,600 309,300 340,300 361,400

94 252,900 309,700 340,700 361,700

95 254,200 310,000 341,000 362,100

96 255,500 310,400 341,400 362,400

97 256,800 310,700 341,700 362,800

98 257,900 311,100 342,000 363,100

99 259,100 311,400 342,400 363,500

100 260,400 311,800 342,700 363,800

101 261,600 312,100 343,100 364,200

102 262,800 312,500 343,400 364,500

103 264,000 312,900 343,800 364,900

104 265,000 313,300 344,100 365,200

105 266,000 313,700 344,500 365,600

106 267,100 314,100 344,800 365,900

107 268,200 314,500 345,100 366,300

108 269,300 314,900 345,500 366,600

109 270,200 315,300 345,800 367,000

110 271,200 315,600 346,200 367,300

111 272,200 315,900 346,500 367,700

112 273,100 316,200 346,900 368,000

113 273,900 316,500 347,200 368,400

114 274,900 316,800 347,600 368,700

115 275,700 317,100 347,900 369,100

116 276,500 317,400 348,200 369,400

117 277,300 317,700 348,600 369,800

118 278,000 318,000 349,000 370,100

119 278,800 318,300 349,400 370,500

120 279,500 318,600 349,800 370,800

121 280,000 318,900 350,200 371,200

122 280,700 319,100 350,600

123 281,200 319,300 351,000

124 281,800 319,500 351,400

125 282,200 319,700 351,800

126 282,700 319,900 352,200

127 283,000 320,100 352,600

128 283,400 320,300 353,000

－
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129 283,700 320,500 353,400

130 284,000 320,700 353,800

131 284,400 320,900 354,200

132 284,700 321,100 354,600

133 285,100 321,300 355,000

134 285,400 321,400 355,400

135 285,700 321,500 355,800

136 286,100 321,600 356,200

137 286,500 321,700 356,600

138 286,800 321,800 357,000

139 287,200 321,900 357,400

140 287,600 322,000 357,800

141 287,800 322,100 358,200

142 288,200 322,200 358,600

143 288,500 322,300 359,000

144 288,700 322,400 359,400

145 289,000 322,500 359,800

146 289,300 322,600 360,200

147 289,600 322,700 360,600

148 289,800 322,800 361,000

149 290,100 322,900 361,400

150 290,400 361,800

151 290,700 362,200

152 290,900 362,600

153 291,200 363,000

154 291,500 363,300

155 291,700 363,600

156 292,000 363,900

157 292,300 364,200

158 292,600

159 292,900

160 293,200

161 293,500

162 293,800

163 294,100

164 294,400

165 294,700

再任用
職員

212,000 223,200 244,000 274,700

備考 　この表は、厩務、その他これらに準ずる業務に従事する職員で管理者が定めるものに
適用する。

 

 

第
二
条 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
六
条
第
七
項
中
「
当
該
職
員
」
を
「
そ
の
者
」
に
、
「
が
職
員
」
を
「
が
そ
の
者
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

８ 

地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務 

 
 

職
員
」
と
い
う
。
）
の
給
料
月
額
は
、
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
の
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
欄
に
掲
げ
る
基
準
給
料
月
額
の
う
ち
、 

 
 

そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
に
応
じ
た
額
に
、
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規 

 
 

定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

 

第
六
条
の
三
を
削
る
。 

 

第
十
五
条
第
四
項
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
、
「
合
計
額
」
を
「
合
計
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
八
条
第
二
号
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
、
三
月
一
日
」
を
削
り
、
「
第
二
十
四
条
の
三
ま
で
」
を
「
第
二
十
四
条
の
四
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、
三
月 

に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
二
十
五
、
六
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
百
五
、
十
二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
百 

十
」
を
「
百
分
の
百
二
十
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
、
三
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
二
十
五
、
六
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て 

は
百
分
の
八
十
五
、
十
二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
九
十
」
を
「
百
分
の
百
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
再
任
用
職
員
」
を
「
定
年
前 

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
、
「
百
分
の
二
十
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
」
に
、
「
百
分
の
十
」
を
「
百
分
の
六
十
七
・
五
」
に
、
「
百
分
の
百
五
」 

を
「
百
分
の
百
」
に
、
「
百
分
の
六
十
」
を
「
百
分
の
五
十
七
・
五
」
に
改
め
、
「
と
、
「
百
分
の
百
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
五
」
と
、
「
百 

分
の
八
十
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
五
十
」
と
、
「
百
分
の
九
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
五
十
五
」
」
を
削
る
。 

 

第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
中
「
六
月
一
日
及
び
十
二
月
一
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
日
を
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
」
を
「
基
準
日
」
に 

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
百
七
・
五
」
に
、
「
百
分
の
百
三
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
に
改
め
、 

同
条
第
三
項
中
「
再
任
用
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
、
「
百
分
の
百
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
百
七
・
五
」
に
、
「
百
分
の
五 

－
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1
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十
五
」
を
「
百
分
の
五
十
二
・
五
」
に
、
「
百
分
の
百
三
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
に
、
「
百
分
の
六
十
五
」
を
「
百
分
の
六
十
二
・ 

五
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
「
基
準
日
か
ら
」
と
あ
る
の
は
「
基
準
日
（
第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及 

び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
」
と
、
」
を
削
り
、
「
同
項
」
を
「
第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
四
条
の
五
第
二
項
中
「
再
任
用
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。 

 

付
則
に
次
の
八
項
を
加
え
る
。 

６ 

当
分
の
間
、
職
員
の
給
料
月
額
は
、
そ
の
者
が
六
十
歳
に
達
し
た
日
後
に
お
け
る
最
初
の
四
月
一
日
（
付
則
第
八
項
に
お
い
て
「
特
定
日
」
と
い 

 

う
。
）
以
後
、
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
の
給
料
月
額
の
う
ち
、
そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
及
び
受
け
る
号
給
に
応
じ
た
額
（
こ
の
条
例
そ
の 

 

他
の
条
例
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
者
に
つ
き
当
該
号
給
に
応
じ
た
額
と
異
な
る
給
料
月
額
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
当
該
異
な
る
給
料
月
額
）
に 

 

百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合 

 

は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
と
す
る
。 

７ 

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。 

 

一 

臨
時
的
に
任
用
さ
れ
る
職
員
そ
の
他
の
法
律
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
任
用
さ
れ
る
職
員
及
び
常
時
勤
務
を
要
し
な
い
職
員 

 

二 

地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
異
動
期
間
（
同
法
第
二
十
八 

 
 

条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
）
を
延
長
さ
れ
た
同
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
管
理
監
督 

 
 

職
を
占
め
る
職
員 

 

三 

地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
七
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
て
い
る
職
員
（
同
法
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
定
年 

 
 

退
職
日
に
お
い
て
前
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
て
い
た
職
員
を
除
く
。
） 

８ 

地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
他
の
職
へ
の
降
任
等
を
さ
れ
た
職
員
で
あ
つ
て
、
当
該
他
の
職
へ
の
降
任
等
を
さ
れ
た
日 

 

（
以
下
こ
の
項
及
び
付
則
第
十
項
に
お
い
て
「
異
動
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
同
一
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
特
定 

 

 

 

日
に
付
則
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
の
受
け
る
給
料
月
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
日
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
が
異
動
日
の
前
日
に
そ 

 

の
者
が
受
け
て
い
た
給
料
月
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以 

 

上
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
基
礎
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
に
達
し
な 

 

い
こ
と
と
な
る
職
員
（
管
理
者
が
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）
の
給
料
月
額
は
、
当
分
の
間
、
特
定
日
以
後
、
付
則
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
の
受 

 

け
る
給
料
月
額
に
基
礎
給
料
月
額
と
特
定
日
給
料
月
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。 

９ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
差
額
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
給
料
月
額
が
そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
に
お
け
る
最
高
の
号
給
の
給
料
月
額
を 

 

超
え
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
基
礎
給
料
月
額
と
特
定
日
給
料
月
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
そ
の
者
の
属
す
る
職 

 

務
の
級
に
お
け
る
最
高
の
号
給
の
給
料
月
額
と
同
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
の
受
け
る
給
料
月
額
」
と
す
る
。 

 

 

10 

異
動
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
付
則
第
六
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
限
り
、
付
則
第
八
項
に
規
定
す 

 
 

る
職
員
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
差
額
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
給
料
月
額
を
受
け
る
職
員
と
の
均
衡
上
必
要
が
あ 

 
 

る
と
認
め
ら
れ
る
職
員
の
給
料
月
額
は
、
当
分
の
間
、
管
理
者
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
付
則
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
の
受
け
る
給
料
月
額 

 
 

に
前
二
項
の
規
定
に
準
じ
て
算
出
し
た
差
額
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。 

 

11 

付
則
第
八
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
差
額
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
給
料
月
額
を
受
け
る
職
員
以
外
の
付
則
第
六
項
の
規
定
の
適 

 
 

用
を
受
け
る
職
員
で
あ
つ
て
、
任
用
の
事
情
等
を
考
慮
し
て
当
該
給
料
月
額
を
受
け
る
職
員
と
の
均
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
員
の
給
料
月 

 
 

額
は
、
当
分
の
間
、
管
理
者
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
の
受
け
る
給
料
月
額
に
前
三
項
の
規
定
に
準
じ
て
算
出
し
た
差 

 
 

額
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。 

 

12 

当
分
の
間
、
付
則
第
六
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
対
す
る
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
二
項
、
第
三
条
第 

 
 

一
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
七
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
例
第
二
条
第
二
項
中
「
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
給
与 

 
 

に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
特
別
区
競
馬
組
合
条
例
第
四
号
。
以
下
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
付
則
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
場
合
の
ほ
か
、
職 

－
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員
」
と
、
同
条
例
第
三
条
第
一
項
中
「
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
と
す
る
。
た
だ
し
、
給
与
条
例
付
則
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
降
給
は
、
こ
の
限
り
で 

 
 

な
い
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
給
与
条
例
付
則
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
降
給
は
、
こ
の
限
り
で
な 

 
 

い
」
と
、
同
条
例
第
七
条
中
「
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
と
す
る
。
た
だ
し
、
給
与
条
例
付
則
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
降
給
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」 

 
 

と
す
る
。 

 

13 

付
則
第
六
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
付
則
第
六
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額
そ
の
他
付
則
第
六
項
か
ら
前
項
ま
で 

 
 

の
規
定
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
管
理
者
が
定
め
る
。 

 
 

別
表
第
一
の
表
中
「 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
、 

 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

別
表
第
二
の
表
中
「 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
、 

 

「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 

　
再

任
用

職
員

1
9
7
,
3
0
0

2
3
1
,
8
0
0

2
6
9
,
6
0
0

2
8
7
,
4
0
0

3
1
1
,
6
0
0

3
7
8
,
6
0
0

1
9
7
,
3
0
0

基
　

　
準

給
料

月
額

2
3
1
,
8
0
0

基
　

　
準

給
料

月
額

2
6
9
,
6
0
0

基
　

　
準

給
料

月
額

2
8
7
,
4
0
0

基
　

　
準

給
料

月
額

3
1
1
,
6
0
0

基
　

　
準

給
料

月
額

3
7
8
,
6
0
0

基
　

　
準

給
料

月
額

 
定

年
前

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

　
再

任
用

職
員

2
1
2
,
0
0
0

2
2
3
,
2
0
0

2
4
4
,
0
0
0

2
7
4
,
7
0
0

再
任
用
職
員
以
外

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外

再
任
用
職
員
以
外

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外

 

 

 

「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
等
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
規
定
、
附
則
第
十
四
項
及
び
第
十
五
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行 

 

す
る
。 

２ 

第
一
条
の
規
定
（
第
二
十
四
条
の
四
第
二
項
及
び
第
三
項
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例 

 

（
以
下
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

３ 

第
一
条
の
規
定
（
第
二
十
四
条
の
四
第
二
項
及
び
第
三
項
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
条
例
の
規
定
は
、
令
和
四
年
十
二
月
一
日
か
ら 

 

適
用
す
る
。 

 

（
給
与
の
内
払
） 

４ 

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
条
例
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
給
与
に 

 

関
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
給
与
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
給
与
の
内
払
と
み
な
す
。 

 

（
経
過
措
置
） 

５ 

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
条
例
付
則
第
六
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
の
規
定
は
、
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十 

 

三
号
。
以
下
「
令
和
三
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
て
い
る
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。 

2
1
2
,
0
0
0

基
　

　
準

給
料

月
額

2
2
3
,
2
0
0

基
　

　
準

給
料

月
額

2
4
4
,
0
0
0

基
　

　
準

給
料

月
額

2
7
4
,
7
0
0

基
　

　
準

給
料

月
額

 
定

年
前

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

－
 
5
3
 
－



 

 

６ 
令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
暫
定
再 

 

任
用
常
時
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
の
給
料
月
額
は
、
そ
の
者
が
令
和
三
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六 

 

十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と 

 

い
う
。
）
で
あ
る
も
の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
の
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
欄
に
掲
げ
る
基
準
給
料
月
額
の
う
ち
、
そ
の
者
の
属 

 

す
る
職
務
の
級
に
応
じ
た
額
と
す
る
。 

７ 

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤 

 

務
の
承
認
を
受
け
た
暫
定
再
任
用
常
時
勤
務
職
員
（
同
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
暫
定
再
任
用
常
時
勤
務
職
員
を 

 

含
む
。
）
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
に
、
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休 

 

暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
年
特
別
区
競
馬
組
合
条
例
第
一
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に 

 

規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
、
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。
）
と
す
る
」
と
す 

 

る
。 

８ 

令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
暫
定
再 

 

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
の
給
料
月
額
は
、
そ
の
者
が
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
で
あ
る
も
の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表 

 

の
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
欄
に
掲
げ
る
基
準
給
料
月
額
の
う
ち
、
そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
に
応
じ
た
額
に
、
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の 

 

勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
年
特
別
区
競
馬
組
合
条
例
第
一
号
）
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務 

 

時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
、
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て 

 

る
。
）
と
す
る
。 

９ 

暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し
て
、
改
正
後
の
条
例
第
十
五
条
第
四
項
及
び
第
十
八
条
第
二
号
の
規 

 

定
を
適
用
す
る
。 

 

 

10 

暫
定
再
任
用
常
時
勤
務
職
員
及
び
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
以
下
「
暫
定
再
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職 

 

員
と
み
な
し
て
、
改
正
後
の
条
例
第
二
十
四
条
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

11 

改
正
後
の
条
例
第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
の
職
員
に
暫
定
再
任
用
職
員
が
含
ま
れ
る
場
合
に
お
け
る
勤
勉
手
当
の
額
の
総
額
の
算
定
に
係
る
同
条
第 

 

三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
あ
る
の
は
、
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
地
方
公
務 

 

員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
六
条 

 

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
」
と
す
る
。 

12 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
九
条
の
二
か
ら
第
十
一
条
ま
で
、
第
十
一
条
の
三
及
び
第
二
十
五
条
の
規
定
は
、
暫
定
再
任
用
職 

 

員
に
は
適
用
し
な
い
。 

 

（
委
任
） 

13 

附
則
第
四
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
管
理
者
が
定
め
る
。 

 

（
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

14 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
三
十
年
特
別
区
競
馬
組
合
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に 

 

改
正
す
る
。 

 
 

附
則
第
五
項
中
「
う
ち
施
行
日
以
降
に
そ
の
者
の
受
け
る
」
を
「
う
ち
、
施
行
日
以
降
に
そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
及
び
受
け
る
号
給
に
応
じ
た
」 

 

 

に
改
め
、
「
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六 

 

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
再
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
」
を
削
り
、
「
に
は
、
給
料
月
額
に
そ
の
差 

 

額
に
相
当
す
る
額
を
加
え
た
額
を
、
同
一
給
料
表
適
用
特
定
職
員
の
う
ち
旧
級
が
二
級
又
は
七
級
で
あ
る
再
任
用
職
員
で
あ
っ
て
、
施
行
日
以
降
に
そ
の 

 

者
の
受
け
る
給
料
月
額
が
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
受
け
て
い
た
給
料
月
額
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
（
管
理
者
の
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）
に
は
、 

 

平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
給
料
月
額
に
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
加
え
た
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
給
料
と
し
て
支
給
す
る
」
を
「
の
給
料 

－
 
5
4
 
－



 

 

 
月
額
は
、
そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
及
び
受
け
る
号
給
に
応
じ
た
給
料
月
額
に
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
」
に
改
め
る
。 

 
 

附
則
第
六
項
中
「
前
項
に
規
定
す
る
」
を
削
り
、
「
に
つ
い
て
、
同
項
」
を
「
で
あ
っ
て
、
前
項
」
に
、
「
給
料
を
支
給
さ
れ
る
」
を
「
算
出
し
た
差 

 

額
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
給
料
月
額
を
受
け
る
」
に
、
「
と
き
は
、
当
該
特
定
職
員
に
」
を
「
特
定
職
員
の
給
料
月
額
」
に
、
「
同
項
の
規
定
に
準 

 

じ
て
、
給
料
を
支
給
す
る
」
を
「
そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
及
び
受
け
る
号
給
に
応
じ
た
給
料
月
額
に
同
項
の
規
定
に
準
じ
て
算
出
し
た
差
額
に
相
当 

 

す
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
」
に
改
め
る
。 

 
 

附
則
第
七
項
中
「
に
つ
い
て
」
を
「
で
あ
っ
て
」
に
、
「
給
料
を
支
給
さ
れ
る
」
を
「
算
出
し
た
差
額
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
給
料
月
額
を
受
け 

 

る
」
に
、
「
と
き
は
、
当
該
職
員
に
」
を
「
職
員
の
給
料
月
額
」
に
、
「
前
二
項
の
規
定
に
準
じ
て
、
給
料
を
支
給
す
る
」
を
「
そ
の
者
の
属
す
る
職
務 

 

の
級
及
び
受
け
る
号
給
に
応
じ
た
給
料
月
額
に
前
二
項
の
規
定
に
準
じ
て
算
出
し
た
差
額
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
」
に
改
め
る
。 

15 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
元
年
特
別
区
競
馬
組
合
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改 

 

正
す
る
。 

 
 

附
則
第
五
項
中
「
の
う
ち
施
行
日
以
降
に
そ
の
者
の
受
け
る
給
料
月
額
が
」
を
削
り
、
「
に
よ
る
給
料
の
月
額
か
ら
当
該
額
」
を
「
に
よ
り
算
出
し
た 

 

差
額
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
給
料
月
額
か
ら
当
該
加
算
を
し
た
給
料
月
額
」
に
改
め
る
。 

 

（
提
案
理
由
） 

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
特
別
区
に
お
け
る
職
員
の

給
料
表
及
び
勤
勉
手
当
の
支
給
率
等
の
改
定
に
伴
い
、
こ
れ
と
の
均
衡
を
図
る
た
め
に
必
要
な
改
正
を
行
う
。 

議
案
第
二
十
一
号 

 
 

 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
二
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提
出
者 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
管
理
者 

 
 

武 

井 
 

雅 

昭 
 

 
 

 

 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
特
別
区
競
馬
組
合
条
例
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
支
給
対
象
） 

第
二
条 

退
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。 

一 

特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
特
別
区
競
馬
組
合
条
例
第
四
号
。
以
下
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
定
め

る
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
の
う
ち
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
も
の 

二 

特
別
区
競
馬
組
合
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
令
和
元
年
特
別
区
競
馬
組
合
条
例
第
一
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一

号
に
規
定
す
る
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
及
び
給
与
条
例
第
二
十
一
条
第
一
項
に
定
め
る
給
与
を
支
給
さ
れ
る
職
員
（
以
下
「
フ
ル
タ
イ
ム
会

計
年
度
任
用
職
員
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
そ
の
勤
務
形
態
が
前
号
に
掲
げ
る
職
員
に
準
ず
る
も
の 

２ 

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
勤
務
形
態
が
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
に
準
ず
る
も
の
と
は
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
員
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
勤

務
時
間
以
上
勤
務
し
た
日
（
法
令
又
は
条
例
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
特
別
区
競
馬
組
合
規
則
（
以
下
「
組
合
規
則
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
規
程
に
よ
り
、

－
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勤
務
を
要
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
、
又
は
休
暇
を
与
え
ら
れ
た
日
を
含
む
。
）
の
数
（
以
下
「
勤
務
日
数
」
と
い
う
。
）
が
十
八
日
（
一
箇
月
間
の
日
数
（
特

別
区
競
馬
組
合
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
年
特
別
区
競
馬
組
合
条
例
第
一
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
）

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
そ
の
他
の
規
程
に
よ
る
週
休
日
等
（
勤
務
時
間
条
例
第
四
条
及
び
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
、
勤
務
時
間
条
例
第
十
条
及

び
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
休
日
並
び
に
勤
務
時
間
条
例
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
代
休
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
相
当
す
る
日

は
、
算
入
し
な
い
。
）
が
二
十
日
に
満
た
な
い
日
数
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
十
八
日
か
ら
二
十
日
と
当
該
二
十
日
に
満
た
な
い
日
数
と
の
差
に
相
当
す
る
日

数
を
減
じ
た
日
数
。
以
下
「
職
員
み
な
し
日
数
」
と
い
う
。
）
以
上
あ
る
月
が
引
き
続
い
て
六
月
を
超
え
る
に
至
つ
た
者
で
、
そ
の
超
え
る
に
至
つ
た
日
以

後
引
き
続
き
当
該
勤
務
時
間
に
よ
り
勤
務
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。 

第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
職
員
が
退
職
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
退
職
の
日
ま
た
は
そ
の
翌
日
に
再
び
職
員
と
な
つ
た
と
き
」
を
「
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。 

一 

前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
の
う
ち
、
任
期
の
定
め
の
な
い
も
の
（
以
下
「
任
期
の
定
め
の
な
い
職
員
」
と
い
う
。
）
が
退
職
し
た
場
合
に
お

い
て
、
そ
の
者
が
退
職
の
日
又
は
そ
の
翌
日
に
再
び
任
期
の
定
め
の
な
い
職
員
と
な
つ
た
と
き
。 

二 

前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
の
う
ち
、
任
期
の
定
め
の
あ
る
も
の
（
以
下
「
任
期
の
定
め
の
あ
る
職
員
」
と
い
う
。
）
が
退
職
し
た
場
合
に
お

い
て
、
そ
の
者
が
退
職
の
日
又
は
そ
の
翌
日
に
再
び
任
期
の
定
め
の
な
い
職
員
又
は
任
期
の
定
め
の
あ
る
職
員
と
な
つ
た
と
き
。 

三 

前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
が
退
職
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
退
職
の
日
又
は
そ
の
翌
日
に
再
び
任
期
の
定
め
の
な
い
職
員
又
は
任

期
の
定
め
の
あ
る
職
員
と
な
つ
た
と
き
。 

四 

前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
が
退
職
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
退
職
の
日
又
は
そ
の
翌
日
に
再
び
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員

等
と
な
つ
た
と
き
。 

第
三
条
中
第
二
項
を
第
四
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
場
合
の
ほ
か
、
前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
の
そ
の
月
の
勤
務
日
数
が
職
員
み
な
し
日
数
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
つ
た
と

き
は
、
そ
の
月
の
末
日
に
お
い
て
退
職
し
た
も
の
と
み
な
し
て
退
職
手
当
を
支
給
す
る
。 

３ 

第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
再
び
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
等
と
な
つ
た
者
の
そ
の
月
の
勤
務
日
数

が
職
員
み
な
し
日
数
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の
月
の
末
日
に
お
い
て
退
職
し
た
も
の
と
み
な
し
て
退
職
手
当
を
支
給
す
る
。 

第
五
条
第
一
項
中
「
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
条
例
第
四
号
）
」
を
「
給
与
条
例
」
に
改
め
る
。 

第
六
条
第
一
項
中
「
特
別
区
競
馬
組
合
規
則
（
以
下
「
組
合
規
則
」
と
い
う
。
）
」
を
「
組
合
規
則
」
に
改
め
る
。 

第
七
条
第
一
項
中
「
地
方
公
務
員
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
」
を
加
え
、
「
若
し
く
は
」
を
「
又
は
」
に
改
め
、
同
条
第
三

項
中
「
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
」
を
「
給
与
条
例
」
に
改
め
る
。 

第
七
条
の
三
中
「
十
年
」
を
「
十
五
年
」
に
改
め
る
。 

第
八
条
中
「
第
七
条
第
一
項
」
の
下
に
「
、
次
条
」
を
加
え
、
「
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
」
を
「
第
五
条
及
び
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
計
算
し

た
額
の
合
計
額
」
に
改
め
る
。 

第
九
条
第
一
項
中
「
、
第
五
条
か
ら
第
七
条
」
を
「
、
第
五
条
か
ら
第
七
条
の
四
」
に
改
め
る
。 

第
十
条
第
四
項
中
「
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
期
間
の
あ
る
月
に
あ
つ
て
は
現
実
に
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
要
す
る
日
の
あ
つ
た
月
を
除
き
、

第
七
号
に
掲
げ
る
期
間
の
あ
る
月
に
あ
つ
て
は
育
児
短
時
間
勤
務
等
（
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
そ
の
他

の
法
律
の
規
定
に
よ
る
育
児
短
時
間
勤
務
及
び
育
児
短
時
間
勤
務
の
例
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
期
間
以
外
の
期
間
に
お
け
る
現
実
に

職
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
要
す
る
日
」
を
「
現
実
に
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
要
す
る
日
（
次
に
掲
げ
る
期
間
（
無
罪
の
判
決
が
確
定
し
た
場
合
に
お
け
る

第
二
号
に
掲
げ
る
期
間
を
除
く
。
）
以
外
の
期
間
に
お
け
る
週
休
日
等
及
び
勤
務
時
間
条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
そ
の
他
の
規
程
に
よ
る
週
休
日
等
に
相

当
す
る
日
以
外
の
日
を
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
育
児
短
時
間
勤
務
等
」
の
下
に
「
（
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
そ
の
他
の
法

－
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律
の
規
定
に
よ
る
育
児
短
時
間
勤
務
及
び
育
児
短
時
間
勤
務
の
例
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同

項
第
六
号
中
「
法
律
」
の
下
に
「
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
中
第
五
号
を
第
七
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に

次
の
二
号
を
加
え
る
。 

五 

高
齢
者
部
分
休
業
（
地
方
公
務
員
法
第
二
十
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
高
齢
者
部
分
休
業
及
び
そ
の
他
の
規
程
に
よ
る
こ
れ
に
相
当
す
る
休
業
を
い

う
。
）
の
期
間 

六 

自
己
啓
発
等
休
業
（
地
方
公
務
員
法
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
自
己
啓
発
等
休
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
期
間 

第
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
他
の
職
へ
の
降
任
等
を
さ
れ
た
職
員
に
係
る
退
職
手
当
の
調
整
額
） 

第
十
条
の
二 

地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
他
の
職
へ
の
降
任
等
を
さ
れ
た
職
員
（
同
法
第
二
十
八
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る

特
定
管
理
監
督
職
群
の
他
の
管
理
監
督
職
に
降
任
し
た
職
員
そ
の
他
の
組
合
規
則
で
定
め
る
職
員
（
以
下
「
他
の
管
理
監
督
職
に
降
任
し
た
職
員
等
」
と

い
う
。
）
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
前
条
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
退
職
手
当
の
調
整
額
が
、
そ
の
者
が
当
該
他
の
職
へ
の
降
任
等
を
さ
れ
た
日
の
前
日
（
他

の
管
理
監
督
職
に
降
任
し
た
職
員
等
に
あ
つ
て
は
、
組
合
規
則
で
定
め
る
日
）
に
お
い
て
退
職
を
し
た
も
の
と
し
て
同
条
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
退
職

手
当
の
調
整
額
（
以
下
「
降
任
等
前
退
職
手
当
の
調
整
額
」
と
い
う
。
）
に
満
た
な
い
場
合
は
、
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
降
任
等
前
退
職
手
当
の
調

整
額
（
降
任
等
前
退
職
手
当
の
調
整
額
が
二
以
上
あ
る
場
合
は
、
最
も
多
い
額
）
を
そ
の
者
の
退
職
手
当
の
調
整
額
と
す
る
。 

第
十
一
条
第
二
項
中
「
月
数
」
の
下
に
「
（
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
引
き
続
い
た
勤
務
日
数
が
職
員
み
な
し
日
数
以
上
あ
る

月
の
月
数
）
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
そ
の
者
が
退
職
の
日
ま
た
は
そ
の
翌
日
に
再
び
職
員
と
な
つ
た
」
を
「
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
」
に

改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。 

一 

任
期
の
定
め
の
な
い
職
員
が
退
職
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
退
職
の
日
又
は
そ
の
翌
日
に
再
び
任
期
の
定
め
の
な
い
職
員
と
な
つ
た
と
き
。 

二 

任
期
の
定
め
の
あ
る
職
員
が
退
職
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
退
職
の
日
又
は
そ
の
翌
日
に
再
び
任
期
の
定
め
の
な
い
職
員
又
は
任
期
の
定
め

の
あ
る
職
員
と
な
つ
た
と
き
。 

三 

第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
が
退
職
し
た
場
合
（
第
三
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
を
除

く
。
）
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
退
職
の
日
又
は
そ
の
翌
日
に
再
び
任
期
の
定
め
の
な
い
職
員
、
任
期
の
定
め
の
あ
る
職
員
又
は
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任

用
職
員
等
と
な
つ
た
と
き
。 

四 

フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
等
（
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）
が
退
職
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
退
職
の
日
又
は

そ
の
翌
日
に
再
び
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
等
と
な
つ
た
と
き
。 

第
十
一
条
第
四
項
中
「
前
条
第
四
項
」
を
「
第
十
条
第
四
項
」
に
改
め
、
「
要
し
な
か
つ
た
期
間
」
の
下
に
「
、
自
己
啓
発
等
休
業
を
し
た
期
間
（
そ
の
期

間
中
の
大
学
等
課
程
の
履
修
又
は
国
際
貢
献
活
動
の
内
容
が
公
務
の
能
率
的
な
運
営
に
特
に
資
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
そ
の
他
の
組
合
規
則
で
定
め

る
要
件
に
該
当
し
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該
自
己
啓
発
等
休
業
の
期
間
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
五
項
中
「
東
京
都
の
」
を
「
都
職
員
等
（
東
京
都
の
」

に
、
「
（
組
合
規
則
で
定
め
る
者
を
除
く
。
以
下
「
都
職
員
等
」
と
い
う
。
）
」
を
「
の
う
ち
、
こ
れ
ら
の
者
が
属
し
て
い
た
東
京
都
等
の
退
職
手
当
（
こ
れ
に

相
当
す
る
給
与
を
含
む
。
）
に
関
す
る
規
程
に
お
い
て
退
職
手
当
（
こ
れ
に
相
当
す
る
給
与
を
含
む
。
）
の
支
給
対
象
で
あ
つ
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」

に
改
め
、
「
な
つ
た
者
（
」
の
下
に
「
組
合
規
則
で
定
め
る
者
を
除
き
、
」
を
加
え
、
「
な
つ
た
も
の
の
」
を
「
な
つ
た
者
の
」
に
改
め
、
同
条
中
第
六
項
を
削

り
、
第
七
項
を
第
六
項
と
し
、
第
八
項
を
第
七
項
と
し
、
同
条
第
九
項
中
「
第
六
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
す
る
。 

第
十
三
条
第
二
項
中
「
職
員
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
勤
務
時
間
以
上
勤
務
し
た
日
（
法
令
又
は
条
例
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
組
合
規
則
に
よ
り
、

勤
務
を
要
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
、
又
は
休
暇
を
与
え
ら
れ
た
日
を
含
む
。
）
が
十
八
日
」
を
「
勤
務
日
数
が
職
員
み
な
し
日
数
」
に
、
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
職
員
が
、
」
を
「
職
員
が
」
に
、
「
支
給
期
間
」
と
す
る
」
を
「
支
給
期
間
」
と
し
、
当
該
退
職
の
日
後
に
事
業
（
そ
の
実
施
期

間
が
三
十
日
未
満
の
も
の
そ
の
他
組
合
規
則
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
を
開
始
し
た
職
員
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
組
合
規
則
で
定
め
る
職
員
が

－
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組
合
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
管
理
者
に
そ
の
旨
を
申
し
出
た
と
き
は
、
当
該
事
業
の
実
施
期
間
（
当
該
実
施
期
間
の
日
数
が
四
年
か
ら
第
一
項
及

び
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
期
間
の
日
数
を
除
い
た
日
数
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
当
該
超
え
る
日
数
を
除
く
。
）
は
、
第
一
項
及
び
こ
の
項
の
規

定
に
よ
る
期
間
に
算
入
し
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
第
五
号
中
「
第
四
条
第
八
項
」
を
「
第
四
条
第
九
項
」
に
改
め
る
。 

第
十
四
条
中
「
職
員
が
」
を
「
職
員
（
組
合
規
則
で
定
め
る
者
を
除
く
。
）
が
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
と
き
」
の
下
に
「
そ
の
他
組
合
規
則
で
定

め
る
と
き
」
を
加
え
る
。 

第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
再
任
用
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。 

第
十
九
条
第
一
項
中
「
場
合
に
あ
つ
て
は
」
を
「
場
合
に
は
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
再
任
用
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤

務
職
員
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
含
む
。
以
下
こ
の
条
」
を
「
含
む
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
六
項
ま
で
」
に
、
「
場
合
に
あ
つ
て
は
」
を
「
場
合
に
は
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
中
「
場
合
に
あ
つ
て
は
」
を
「
場
合
に
は
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
再
任
用
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
」
に
、
「
場
合
に
あ
つ
て
は
」
を
「
場
合
に
は
」
に
改
め
る
。 

付
則
第
七
条
第
三
項
中
「
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
」
を
「
給
与
条
例
」
に
改
め
る
。 

付
則
第
八
条
中
「
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。 

付
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
職
員
の
定
年
の
引
上
げ
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
十
条 

当
分
の
間
、
第
六
条
第
一
項
の
規
定
は
、
六
十
歳
に
達
し
た
日
以
後
そ
の
者
の
非
違
に
よ
る
こ
と
な
く
退
職
し
た
者
（
定
年
の
定
め
の
な
い
職
を

退
職
し
た
者
及
び
同
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
に
対
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
第
五
条
第
一
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
又
は
第
八
条
」
と
あ
る
の
は
、
「
、
第
八
条
又
は
付
則
第
十
条
第
一
項
」
と
す
る
。 

２ 

当
分
の
間
、
六
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
会
計
年
度
の
初
日
前
に
退
職
し
た
者
に
対
す
る
第
七
条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
定

年
に
」
と
あ
る
の
は
「
六
十
歳
に
」
と
、
「
そ
の
者
に
係
る
定
年
か
ら
十
五
年
を
減
じ
た
年
齢
」
と
あ
る
の
は
「
五
十
歳
」
と
、
同
条
の
表
中
「
そ
の
者
に

係
る
定
年
」
と
あ
る
の
は
「
六
十
歳
」
と
す
る
。 

３ 

当
分
の
間
、
六
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
会
計
年
度
の
初
日
か
ら
定
年
に
達
す
る
日
の
属
す
る
会
計
年
度
の
初
日
前
ま
で
に
退
職
し
た
者
に
対
す
る

第
七
条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
組
合
規
則
で
定
め
る
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
の
そ
の
者
の
非
違
に
よ
る
こ
と
な
く
勧
奨
を
受
け
て

退
職
し
た
者
で
組
合
規
則
で
定
め
る
も
の
、
組
合
規
則
で
定
め
る
」
と
、
「
定
年
に
達
す
る
日
の
属
す
る
会
計
年
度
の
初
日
前
」
と
あ
る
の
は
「
六
十
歳
に

達
す
る
日
の
属
す
る
会
計
年
度
の
初
日
か
ら
定
年
に
達
す
る
日
の
属
す
る
会
計
年
度
の
初
日
前
ま
で
」
と
、
「
で
あ
り
、
か
つ
、
退
職
の
日
の
属
す
る
会
計

年
度
の
末
日
の
年
齢
が
そ
の
者
に
係
る
定
年
か
ら
十
五
年
を
減
じ
た
年
齢
以
上
で
あ
る
」
と
あ
る
の
は
「
で
あ
る
」
と
、
同
条
の
表
中
「
そ
の
者
に
係
る

定
年
と
退
職
の
日
の
属
す
る
会
計
年
度
の
末
日
の
年
齢
と
の
差
に
相
当
す
る
年
数
一
年
に
つ
き
百
分
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
二
」
と
す
る
。 

４ 

給
与
条
例
付
則
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
職
員
の
給
料
月
額
の
改
定
は
、
給
料
月
額
の
減
額
改
定
に
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

５ 

当
分
の
間
、
給
与
条
例
付
則
第
六
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
対
す
る
第
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
中
「
特

定
減
額
前
給
料
月
額
に
係
る
減
額
日
の
う
ち
最
も
遅
い
日
」
と
あ
る
の
は
「
七
割
措
置
前
給
料
月
額
（
そ
の
者
が
給
与
条
例
付
則
第
六
項
の
規
定
の
適
用

（
以
下
「
七
割
措
置
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
日
の
う
ち
最
も
早
い
日
を
減
額
日
と
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
七
割
措
置
に
よ
り
減
額
さ
れ
な
か
つ
た
も
の

と
し
た
場
合
の
そ
の
者
の
給
料
月
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
減
額
日
（
以
下
「
七
割
措
置
日
」
と
い
う
。
）
」
と
、
「
特
定
減
額
前
給
料
月
額
を
」

と
あ
る
の
は
「
七
割
措
置
前
給
料
月
額
を
」
と
、
「
相
当
す
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
相
当
す
る
額
（
以
下
「
七
割
措
置
前
の
退
職
手
当
の
基
本
額
」
と
い
う
。
）

（
そ
の
者
に
七
割
措
置
日
前
の
特
定
減
額
前
給
料
月
額
（
そ
の
者
の
七
割
措
置
日
前
に
お
け
る
そ
の
他
の
措
置
（
給
料
月
額
の
減
額
改
定
以
外
の
理
由
に

よ
る
措
置
の
う
ち
七
割
措
置
以
外
の
措
置
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
た
日
を
減
額
日
と
し
た
場
合
に
お
け
る
特
定
減
額
前
給
料
月
額
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
が
あ
り
、
そ
の
額
が
七
割
措
置
前
給
料
月
額
よ
り
多
い
場
合
は
、
当
該
勤
続
期
間
に
応
じ
た
支
給
割
合
か
ら
七
割
措
置
に
係
る
減
額
日
前
の
退
職

－
 
5
8
 
－



手
当
の
基
本
額
（
そ
の
者
が
七
割
措
置
日
前
の
特
定
減
額
前
給
料
月
額
に
係
る
減
額
日
の
う
ち
最
も
遅
い
日
の
前
日
に
現
に
退
職
し
た
理
由
と
同
一
の
理

由
に
よ
り
退
職
し
た
も
の
と
し
、
か
つ
、
そ
の
者
の
同
日
ま
で
の
勤
続
期
間
及
び
七
割
措
置
日
前
の
特
定
減
額
前
給
料
月
額
を
基
礎
と
し
て
、
第
五
条
か

ら
第
七
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
場
合
の
退
職
手
当
の
基
本
額
に
相
当
す
る
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
七
割
措
置
日
前
の
特
定
減
額
前
給
料
月

額
に
対
す
る
割
合
を
減
じ
て
得
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
）
、
そ
の
者
が
七
割
措
置
日
後
の
特
定
減
額
前
給
料
月
額
（
そ
の
者
の
七
割
措
置
日
後
に
お
け
る

そ
の
他
の
措
置
を
受
け
た
日
を
減
額
日
と
し
た
場
合
に
お
け
る
特
定
減
額
前
給
料
月
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
減
額
日
の
う
ち
最
も
遅
い
日
の
前

日
に
現
に
退
職
し
た
理
由
と
同
一
の
理
由
に
よ
り
退
職
し
た
も
の
と
し
、
か
つ
、
そ
の
者
の
同
日
ま
で
の
勤
続
期
間
及
び
七
割
措
置
日
後
の
特
定
減
額
前

給
料
月
額
を
基
礎
と
し
て
、
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
場
合
の
退
職
手
当
の
基
本
額
に
相
当
す
る
額
（
以
下
「
七
割
措
置
後
の

退
職
手
当
の
基
本
額
」
と
い
う
。
）
（
そ
の
者
の
七
割
措
置
前
給
料
月
額
が
七
割
措
置
日
後
の
特
定
減
額
前
給
料
月
額
よ
り
多
い
場
合
は
、
当
該
勤
続
期
間

に
応
じ
た
支
給
割
合
か
ら
七
割
措
置
前
の
退
職
手
当
の
基
本
額
の
七
割
措
置
前
給
料
月
額
に
対
す
る
割
合
を
減
じ
て
得
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の

者
に
七
割
措
置
日
前
の
特
定
減
額
前
給
料
月
額
が
あ
り
、
そ
の
額
が
七
割
措
置
前
給
料
月
額
及
び
七
割
措
置
日
後
の
特
定
減
額
前
給
料
月
額
よ
り
多
い
場

合
又
は
そ
の
者
が
七
割
措
置
を
受
け
た
日
の
同
日
に
そ
の
他
の
措
置
も
受
け
た
場
合
に
お
け
る
七
割
措
置
前
給
料
月
額
が
七
割
措
置
日
後
の
特
定
減
額
前

給
料
月
額
よ
り
多
い
と
き
は
、
零
と
す
る
。
）
）
並
び
に
七
割
措
置
に
係
る
減
額
日
前
の
退
職
手
当
の
基
本
額
（
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
七
割
措
置
日
前
の

特
定
減
額
前
給
料
月
額
が
七
割
措
置
前
給
料
月
額
及
び
七
割
措
置
日
後
の
特
定
減
額
前
給
料
月
額
よ
り
少
な
い
場
合
は
、
零
と
す
る
。
）
の
合
計
額
」
と
、

同
項
第
二
号
ロ
中
「
前
号
に
掲
げ
る
額
の
特
定
減
額
前
給
料
月
額
に
対
す
る
割
合
」
と
あ
る
の
は
「
七
割
措
置
後
の
退
職
手
当
の
基
本
額
の
七
割
措
置
日

後
の
特
定
減
額
前
給
料
月
額
に
対
す
る
割
合
（
そ
の
者
に
七
割
措
置
日
後
の
特
定
減
額
前
給
料
月
額
が
な
い
場
合
又
は
七
割
措
置
後
の
退
職
手
当
の
基
本

額
が
零
と
な
る
場
合
は
、
七
割
措
置
前
の
退
職
手
当
の
基
本
額
の
七
割
措
置
前
給
料
月
額
に
対
す
る
割
合
と
す
る
。
）
」
と
す
る
。 

６ 

第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
対
す
る
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
る
第
七
条
の
四
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句 

読
み
替
え
る
字
句 

付
則
第
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
七
条
の
四

第
一
項
第
一
号 

及
び
七
割
措
置
前
給
料
月
額 

並
び
に
七
割
措
置
前
給
料
月
額
及
び
七
割
措
置
前
給
料
月
額
に
百
分
の
二
を
乗
じ

て
得
た
額
の
合
計
額
（
以
下
「
割
増
後
の
七
割
措
置
前
給
料
月
額
」
と
い
う
。
） 

及
び
七
割
措
置
日
前
の
特
定
減
額

前
給
料
月
額 

並
び
に
七
割
措
置
日
前
の
特
定
減
額
前
給
料
月
額
及
び
七
割
措
置
日
前
の
特
定
減

額
前
給
料
月
額
に
百
分
の
二
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
（
以
下
「
割
増
後
の
七

割
措
置
日
前
の
特
定
減
額
前
給
料
月
額
」
と
い
う
。
） 

の
七
割
措
置
日
前
の
特
定
減
額
前

給
料
月
額 

の
割
増
後
の
七
割
措
置
日
前
の
特
定
減
額
前
給
料
月
額 

及
び
七
割
措
置
日
後
の
特
定
減
額

前
給
料
月
額
を 

並
び
に
七
割
措
置
日
後
の
特
定
減
額
前
給
料
月
額
及
び
七
割
措
置
日
後
の
特
定
減

額
前
給
料
月
額
に
百
分
の
二
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
（
以
下
「
割
増
後
の
七

割
措
置
日
後
の
特
定
減
額
前
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
を 

七
割
措
置
前
給
料
月
額
に 

割
増
後
の
七
割
措
置
前
給
料
月
額
に 

付
則
第
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
七
条
の
四

第
一
項
第
二
号 

退
職
日
給
料
月
額
に
、 

退
職
日
給
料
月
額
及
び
退
職
日
給
料
月
額
に
百
分
の
二
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計

額
に
、 

付
則
第
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
七
条
の
四

の
七
割
措
置
日
後
の
特
定
減
額
前

給
料
月
額 

の
割
増
後
の
七
割
措
置
日
後
の
特
定
減
額
前
給
料
月
額 

－
 
5
9
 
－



第
一
項
第
二
号
ロ 

七
割
措
置
前
給
料
月
額 

割
増
後
の
七
割
措
置
前
給
料
月
額 

７ 
当
分
の
間
、
給
与
条
例
付
則
第
六
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
対
す
る
第
九
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
七
条
の
四

ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
条
の
四
ま
で
（
付
則
第
十
条
第
二
項
、
第
三
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含

む
。
）
」
と
、
「
退
職
の
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
給
料
の
調
整
額
の
額
（
退
職
の
日
に
給
料
の
調
整
額
の
支
給
を
受
け
て
い
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
退
職
の
日

の
直
近
の
時
期
に
受
け
て
い
た
給
料
の
調
整
額
の
額
に
相
当
す
る
組
合
規
則
で
定
め
る
額
）
と
、
そ
の
者
が
最
も
長
期
間
に
わ
た
り
支
給
を
受
け
て
い
た

給
料
の
調
整
額
の
額
に
相
当
す
る
組
合
規
則
で
定
め
る
額
と
の
い
ず
れ
か
多
い
額
の
も
の
に
、
給
料
の
調
整
額
を
受
け
て
い
た
期
間
を
第
五
条
か
ら
第
七

条
ま
で
の
勤
続
期
間
と
み
な
し
て
得
た
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
そ
の
者
が
六
十
歳
に
達
し
た
日
後
に
お
け
る
最
初
の
四
月
一
日

（
以
下
「
特
定
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
給
料
の
調
整
額
の
額
に
相
当
す
る
組
合
規
則
で
定
め
る
額
（
同
日
に
給
料
の
調
整
額
の
支
給

を
受
け
て
い
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
同
日
の
直
近
の
時
期
に
受
け
て
い
た
給
料
の
調
整
額
の
額
に
相
当
す
る
組
合
規
則
で
定
め
る
額
）
と
、
そ
の
者
が
同

日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
最
も
長
期
間
に
わ
た
り
支
給
を
受
け
て
い
た
給
料
の
調
整
額
の
額
に
相
当
す
る
組
合
規
則
で
定
め
る
額
と
の
い
ず
れ
か
多
い
額

の
も
の
に
、
同
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
給
料
の
調
整
額
を
受
け
て
い
た
期
間
を
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
の
勤
続
期
間
と
み
な
し
て
得
た
支
給
割
合
（
以

下
「
特
定
日
前
に
係
る
支
給
割
合
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
退
職
の
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
給
料
の
調
整
額
の
額
（
退
職
の
日
に
給
料
の
調
整

額
の
支
給
を
受
け
て
い
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
特
定
日
以
後
で
退
職
の
日
の
直
近
の
時
期
に
受
け
て
い
た
給
料
の
調
整
額
の
額
に
相
当
す
る
組
合
規
則
で

定
め
る
額
）
と
、
そ
の
者
が
特
定
日
以
後
で
最
も
長
期
間
に
わ
た
り
支
給
を
受
け
て
い
た
給
料
の
調
整
額
の
額
に
相
当
す
る
組
合
規
則
で
定
め
る
額
と
の

い
ず
れ
か
多
い
額
の
も
の
に
、
給
料
の
調
整
額
を
受
け
て
い
た
期
間
を
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
の
勤
続
期
間
と
み
な
し
て
得
た
支
給
割
合
か
ら
特
定
日

前
に
係
る
支
給
割
合
を
減
じ
て
得
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
、
第
三
条
、
第
五
条
、
第
六
条
、
第
七
条
、
第
八
条
、
第
九
条
の
改
正
規
定
、 

 

第
十
一
条
の
改
正
規
定
（
「
前
条
第
四
項
」
を
「
第
十
条
第
四
項
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
、
付
則
第
七
条
及
び
付
則
第 

 

八
条
の
改
正
規
定
並
び
に
次
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
特
別
区
競
馬
組
合
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
の 

 

適
用
に
つ
い
て
は
、
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
施
行
の
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
同
条
第
一
項
第
一
号
中
「
常
時
勤
務
を 

 

要
す
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
常
時
勤
務
を
要
す
る
も
の
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
又 

 

は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
す
る
。 

３ 

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第 

 

三
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
に
対
す
る
改
正
後
の
条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
中
「
常
時
勤
務
を
要
す
る 

 

も
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
常
時
勤
務
を
要
す
る
も
の
（
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項 

 

若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
す
る
。 

４ 

改
正
後
の
条
例
第
十
三
条
第
四
項
の
規
定
は
、
令
和
四
年
七
月
一
日
以
後
に
同
項
の
事
業
を
開
始
し
た
職
員
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
同
項 

 

の
組
合
規
則
で
定
め
る
職
員
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
者
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

５ 

改
正
後
の
条
例
付
則
第
八
条
の
規
定
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

  

－
 
6
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（
提
案
理
由
） 

 

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任

用
職
員
の
退
職
手
当
の
支
給
要
件
を
緩
和
す
る
た
め
。 

 

 

議
案
第
二
十
二
号 

 
 

 

特
別
区
競
馬
組
合
非
常
勤
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
二
月
十
九
日 

提
出
者 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
管
理
者 

 
 

武 

井 
 

雅 

昭 
 

 

  
 

 

特
別
区
競
馬
組
合
非
常
勤
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

特
別
区
競
馬
組
合
非
常
勤
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
七
年
特
別
区
競
馬
組
合
条
例
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

第
一
条
中
「
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
二
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

又
は
第
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
い
う
。
）
は
、
同
法
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
と
み
な
し
て
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
特
別
区
競

馬
組
合
非
常
勤
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

－
 
6
1
 
－



 

 

（
提
案
理
由
） 

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
。 

  

 

 

議
案
第
二
十
三
号 

 
 

 

特
別
区
競
馬
組
合
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
二
月
十
九
日 

提
出
者 

 
 

特
別
区
競
馬
組
合
管
理
者 

 
 

武 

井 
 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

特
別
区
競
馬
組
合
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

特
別
区
競
馬
組
合
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
令
和
元
年
特
別
区
競
馬
組
合
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改 

正
す
る
。 

第
十
六
条
第
一
項
中
「
、
三
月
一
日
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
、
三
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
二
十
五
、
六
月
に
支
給
す
る
場
合
に

お
い
て
は
百
分
の
百
五
、
十
二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
百
十
」
を
「
百
分
の
百
二
十
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
九
条
第
二
項
中
「
、
三
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
二
十
五
、
六
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
百
五
、
十
二
月
に
支
給

す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
百
十
」
を
「
百
分
の
百
二
十
」
に
改
め
る
。 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
提
案
理
由
） 

 

特
別
区
に
お
い
て
期
末
手
当
の
支
給
回
数
の
改
定
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
こ
れ
と
の
均
衡
を
図
る
た
め
、
本
組
合
に
お
い
て
も
同
様
の
改
正

－
 
6
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－



 

 

を
行
う
必
要
が
あ
る
。 

－
 
6
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－



－
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令和４年度特別区競馬組合一般会計補正予算（第１号） 

 

（総則） 

第１条 令和４年度特別区競馬組合一般会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。 

 

（収益的収入及び支出） 

第２条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。 

 

 

収     入 

科  目 既決予定額 補正予定額 計 

第 1款 営業収益 179,935,027千円 27,225,733千円 207,160,760千円 

第１項 競馬開催収益 170,683,504千円 24,899,807千円 195,583,311千円 

第２項 場外業務収益 9,157,499千円 2,325,926千円 11,483,425千円 

第２款 営業外収益 329,951千円 18,380千円 348,331千円 

 第１項 受取利息及び配当金 296,670千円 18,380千円 315,050千円 

 

支     出 

科  目 既決予定額 補正予定額 計 

第１款 営業費用 173,051,370千円 22,352,458千円 195,403,828千円 

第１項 競馬開催費用 166,295,456千円 22,109,999千円 188,405,455千円 

第２項 場間場外費用 6,066,163千円 242,459千円 6,308,622千円 

第２款 営業外費用 627,531千円 63,891千円 691,422千円 

第２項 株式配当金配分金 206,193千円 17,183千円 223,376千円 

第３項 公 課 費 369,259千円 46,708千円 415,967千円 

 

 

令和４年１２月１９日 提出 

特別区競馬組合管理者 武井 雅昭 

 

 

 

 

 

 

議案第２４号 

 

 

令和４年度特別区競馬組合 

一般会計補正予算（第１号） 
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